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1
　
史
料
の
公
開
状
況

　

本
稿
で
扱
う
の
は
中
華
民
国
北
洋
政
府
期
に
作
成
さ
れ
た
法
院
（
裁
判
所
）
に
お
け
る
訴
訟
記
録
で
あ
る
。
訴
訟
記
録
に
は
判
決
原
本
を

始
め
、
当
事
者
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
訴
状
や
、
裁
判
手
続
が
進
行
す
る
に
際
し
て
法
院
内
・
法
院
間
に
交
わ
さ
れ
た
各
種
の
文
書
が
含
ま

れ
る
。
旧
来
法
制
史
の
み
な
ら
ず
社
会
史
や
経
済
史
分
野
に
お
い
て
も
第
一
級
の
史
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
や
は
り
判
決
原
本
、
特
に
当
時
の
最
高
裁
判
所
に
当
た
る
大
理
院
の
判
決
原
本
で
あ
ろ
う
。
判

決
の
言
渡
し
が
行
わ
れ
た
後
、
原
本
は
法
院
内
に
保
存
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
現
在
中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
に
保
存
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
か
ら
主
要
な
判
決
例
を
選
び
出
し
史
料
集
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
が
『
大
理
院
民
事
判
例
輯
存
』
及
び
『
大
理

院
刑
事
判
例
輯
存
』
で
あ
る
。

　

そ
し
て
結
果
的
に
は
こ
れ
ら
に
先
ん
じ
る
形
で
『
北
洋
政
府
檔
案
』
が
出
版
さ
れ
、
本
体
全
一
八
八
巻
の
う
ち
六
～
一
三
巻
が
大
理
院
、

一
四
～
一
八
巻
が
総
検
察
庁
、
一
九
～
二
七
巻
が
京
師
高
等
検
察
庁
、
二
八
～
三
七
巻
が
京
師
高
等
審
判
庁
、
三
八
～
三
九
巻
が
文
官
高

等
懲
戒
委
員
会
、
四
〇
～
四
一
巻
が
平
政
院
、
四
二
巻
が
粛
政
庁
、
四
三
～
四
六
巻
が
直
隷
司
法
籌
備
処
、
九
四
～
九
七
巻
が
司
法
部
の
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檔
案
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
が
所
蔵
す
る
檔
案
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
引
き
続
き
全
面
公
開
へ
向

け
て
の
同
館
の
努
力
に
期
待
し
た
い
が
、
あ
る
事
件
に
つ
い
て
の
判
決
例
の
み
な
ら
ず
訴
訟
記
録
全
体
の
公
開
が
行
わ
れ
、
ま
た
関
連
機

関
に
つ
い
て
の
資
料
も
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
史
料
状
況
は
一
歩
前
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

な
か
で
も
高
等
審
判
庁
レ
ベ
ル
の
檔
案
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
こ
れ
ま
で
も
高
等
審
判
庁
レ
ベ
ル
の
判
決
例
に
つ
い

て
は
清
朝
末
期
の
『
各
省
審
判
廳
判
牘
』、
民
国
期
の
『
直
隷
高
等
審
判
廳
判
牘
集
要
』、『
浙
江
高
等
審
判
廳
書
判
實
錄
』、『
江
蘇
司
法
彙

報
』
等
の
刊
行
物
で
窺
う
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
通
り
『
北
洋
政
府
檔
案
』
で
は
訴
訟
記
録
全
体
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の

が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
京
師
高
等
審
判
庁
檔
案
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
でH

uang-B
ernhardt C

ollection of C
hinese Legal D

ocum
ents

（https://library.stanford.edu/collections/huang-bernhardt-collection-chinese-legal-docum
ents

）
に
お
い
て
も
窺
う
こ
と
は
で
き
た
が
、

『
北
洋
政
府
檔
案
』
と
の
重
複
の
有
無
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

ま
た
地
方
檔
案
に
お
い
て
も
北
洋
政
府
期
の
訴
訟
関
連
の
史
料
の
公
刊
が
進
ん
で
い
る
。
な
か
で
も
『
龍
泉
司
法
檔
案
選
編
』
は
第
二

輯
全
四
四
冊
が
北
洋
政
府
期
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、
県
レ
ベ
ル
で
の
訴
訟
実
務
の
あ
り
方
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
史
料
が
多
く
含
ま
れ
て

い
る
。
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
各
地
の
檔
案
館
に
は
民
国
期
の
司
法
関
連
檔
案
が
膨
大
に
眠
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
研
究
も
出

始
め
て
い
る
。
今
後
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

2
　
訴
訟
記
録
の
概
要

　

訴
訟
記
録
の
利
用
の
た
め
に
は
、
ま
ず
訴
訟
に
お
い
て
何
時
、
如
何
な
る
種
類
・
書
式
の
文
書
が
作
成
さ
れ
諸
機
関
を
経
由
し
て
ゆ
く

の
か
と
い
う
、
司
法
文
書
に
関
す
る
知
識
が
不
可
欠
と
な
る
。
北
洋
政
府
期
の
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
前
出
の
『
龍
泉
司
法
檔
案
選
編
』

第
二
輯
の
冒
頭
に
収
録
さ
れ
た
三
つ
の
解
題
、
す
な
わ
ち
［
呉
・
杜
・
傅
二
〇
一
四
A
］［
同
二
〇
一
四
B
］［
同
二
〇
一
四
C
］
が
手
引

き
と
し
て
便
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
も
拠
り
つ
つ
、
以
下
利
用
に
当
た
っ
て
の
基
礎
知
識
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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（
１
）
裁
判
機
構
の
変
遷

　

清
朝
末
期
以
来
、
治
外
法
権
の
撤
廃
を
見
据
え
つ
つ
近
代
西
洋
型
の
司
法
制
度
の
構
築
が
急
が
れ
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
裁

判
制
度
を
具
体
的
に
整
備
す
る
に
当
た
っ
て
の
嚆
矢
と
な
っ
た
も
の
は
光
緒
三
二
年
一
〇
月
二
七
日
の
「
大
理
院
審
判
編
制
法
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
北
京
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
理
院
‒
京
師
高
等
審
判
庁
‒
城
内
外
地
方
審
判
庁
‒
城
讞
局
の
四
等
級
を
想
定
し
て
そ

の
組
織
及
び
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
袁
世
凱
は
自
ら
の
地
元
で
光
緒
三
三
年
二
月
一
〇
日
「
直
隷
天
津
府
屬
試
辦
審

判
廳
章
程
」
を
実
施
し
、
官
制
を
始
め
訴
訟
規
則
等
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
詳
細
な
内
容
を
規
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
天
津
で
は
相
当
の
実

績
が
挙
げ
ら
れ
、
模
範
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
。

　

一
方
で
沈
家
本
は
「
法
院
編
制
法
草
案
」
を
上
奏
し
つ
つ
、
そ
れ
ま
で
の
過
渡
的
措
置
と
し
て
「
各
級
審
判
廳
試
辦
章
程
」
を
上
程
、
こ

れ
が
光
緒
三
三
年
一
〇
月
二
九
日
施
行
さ
れ
、
相
当
詳
細
な
規
定
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
同
章
程
は
後
に
外
省
省
城
及
び
商
埠
へ
と

拡
大
し
て
適
用
す
る
た
め
に
宣
統
元
年
七
月
一
〇
日
に
若
干
の
補
訂
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
後
宣
統
元
年
一
二
月
二
八
日
、「
法
院
編
制

法
」
が
上
程
さ
れ
、
裁
判
機
構
と
し
て
大
理
院
‒
高
等
審
判
庁
‒
地
方
審
判
庁
‒
初
級
審
判
庁
の
四
級
三
審
制
を
採
用
す
る
事
が
規
定
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
首
都
北
京
で
は
大
理
院
（
現
在
人
民
大
会
堂
が
あ
る
あ
た
り
に
設
置
さ
れ
て
い
た
）
を
始
め
各
種
審
判
庁
も
設
置
さ
れ
て
い
た

が
、
中
国
全
土
に
満
遍
な
く
設
置
す
る
の
は
時
間
面
で
も
費
用
面
で
も
至
難
で
あ
っ
た
。

　

辛
亥
革
命
を
経
て
中
華
民
国
が
成
立
し
た
後
、
一
九
一
二
年
三
月
一
〇
日
の
臨
時
大
総
統
令
に
よ
り
先
の
「
法
院
編
制
法
」、「
各
級
審

判
廳
試
辦
章
程
」
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
「
民
事
訴
訟
律
草
案
」・「
刑
事
訴
訟
律
草
案
」
も
併
せ
て
援
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
北
洋
政
府
は
引
き
続
き
裁
判
機
構
の
整
備
を
行
う
た
め
一
九
一
三
年
一
月
八
日
、
旧
来
の
提
法
司
を
改
め
各
省
に
司
法
籌
備
処
を
設

置
し
た
が
、
財
政
難
の
た
め
同
年
九
月
二
三
日
に
撤
収
し
、
そ
の
後
法
院
未
設
置
の
各
県
に
審
検
所
を
設
け
て
幫
審
員
を
置
き
、
民
刑
事

訴
訟
の
初
級
案
件
を
司
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、
県
知
事
と
の
間
に
紛
争
を
生
じ
た
た
め
こ
れ
も
廃
止
し
、
一
九
一
四
年
四
月
五
日
「
縣
知
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事
兼
理
司
法
事
務
暫
行
章
程
」
を
公
布
し
て
県
知
事
に
司
法
事
務
を
委
任
す
る
体
制
と
し
、
同
日
「
縣
知
事
審
理
訴
訟
暫
行
章
程
」
が
公

布
さ
れ
、
県
知
事
に
よ
る
簡
易
訴
訟
手
続
が
規
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
年
四
月
三
〇
日
に
は
初
級
審
判
庁
の
廃
止
が
決
定
さ
れ
る
に
至
る
。

こ
こ
で
の
「
司
法
事
務
」
は
審
判
事
務
も
含
む
と
解
さ
れ
、
県
知
事
が
訴
訟
の
一
端
を
担
う
体
制
は
基
本
的
に
民
国
を
通
じ
て
継
承
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
訴
訟
記
録
制
度
の
歴
史

　
　
（
ⅰ
）
判
決
例

　

現
在
の
我
々
に
し
て
み
れ
ば
特
に
珍
し
く
も
な
い
判
決
例
で
あ
る
が
、
近
代
的
裁
判
制
度
を
整
備
し
始
め
た
清
朝
末
期
の
人
々
に
と
っ

て
、
判
決
例
は
未
知
の
文
書
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
当
時
清
朝
で
行
わ
れ
た
「
裁
き
」
に
お
い
て
、
判
決
例
類
似
の
文
書
は
作
成
さ
れ
て

い
た
に
せ
よ
、
近
代
的
裁
判
制
度
が
要
求
す
る
判
決
例
は
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
一
体
何
を
ど
の
よ
う
に
書
け
ば
よ
い
の

か
、
そ
こ
か
ら
物
事
を
始
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

判
決
例
に
具
体
的
に
何
を
記
載
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
先
の
「
直
隷
天
津
府
屬
試
辦
審
判
廳
章
程
」
で
は
刑
事
訴
訟
に
つ
き
「
罪
名
・

事
由
・
犯
人
姓
名
・
承
審
廳
局
及
承
審
官
會
審
官
書
記
官
簽
名
蓋
印
・
判
決
之
年
月
日
」
を
挙
げ
（
第
九
六
条
）、
民
事
訴
訟
に
つ
い
て
は

「
判
旨
・
理
由
・
原
被
吿
姓
名
・
承
審
廳
局
及
承
審
官
會
審
官
書
記
官
簽
名
蓋
印
・
判
決
之
年
月
日
」
を
挙
げ
て
い
る
（
第
一
一
八
条
）。

　

実
際
の
大
理
院
判
決
例
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
判
決
と
題
し
た
後
に
両
当
事
者
の
氏
名
が
書
か
れ
、
上
告
に
至
る
経
緯
が
端
的
に
記
さ

れ
た
後
、「
判
語
」（
こ
れ
は
す
ぐ
後
に
「
主
文
」
と
い
う
表
現
に
統
一
さ
れ
る
）
と
し
て
判
決
主
文
が
書
か
れ
、
続
け
て
「
理
由
」
と
し
て
案
件

の
事
実
関
係
、
両
当
事
者
の
主
張
、
法
院
の
判
断
が
記
さ
れ
、
末
尾
に
は
日
付
と
裁
判
官
名
が
書
か
れ
る
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
県
知
事
に
司
法
事
務
が
委
任
さ
れ
初
級
審
判
庁
が
廃
止
さ
れ
る
に
伴
い
県
知
事
が
審
理
を
も
行
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
一
九
一
四

年
一
一
月
二
一
日
、「
呈
縣
知
事
審
理
簡
易
案
件
擬
請
准
以
堂
諭
代
判
決
竝
批
令
」
に
よ
り
、
県
知
事
の
受
理
し
た
案
件
の
う
ち
民
事
で
初
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級
管
轄
に
属
す
る
も
の
、
刑
事
で
覆
判
の
必
要
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
旧
来
の
堂
諭
を
も
っ
て
判
決
に
代
え
る
事
と
さ
れ
、
堂
諭
の
書

式
は
一
九
一
五
年
五
月
一
七
日
、「
堂
諭
樣
本
准
通
行
批
」
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
。
県
知
事
の
受
理
し
た
案
件
で
も
民
事
で
地
方
管
轄
の
も

の
、
刑
事
で
覆
判
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
判
詞
の
作
成
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
堂
諭
で
処
理
し
た
も
の
で
も
後
に
上
訴
さ
れ
た
も
の

に
つ
い
て
は
一
九
一
五
年
八
月
一
七
日
、「
堂
諭
代
判
詞
案
件
如
合
法
上
訴
應
補
作
判
詞
函
」
に
よ
り
判
詞
を
補
充
的
に
作
成
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
。

　

一
九
一
五
年
八
月
一
二
日
、「
遵
照
部
訂
判
詞
程
式
通
飭
（
附
判
詞
程
式
）」
が
制
定
さ
れ
、
第
一
審
民
事
判
決
式
・
第
一
審
刑
事
判
決

式
・
第
一
審
民
刑
事
決
定
式
・
刑
事
予
審
決
定
式
・
控
訴
審
民
事
判
決
式
・
控
訴
審
刑
事
判
決
式
・
民
事
抗
告
決
定
式
・
刑
事
抗
告
決
定

式
・
県
知
事
詳
送
覆
判
案
件
判
決
式
・
県
知
事
詳
送
覆
判
案
件
決
定
式
の
一
〇
種
類
に
つ
い
て
書
式
が
定
め
ら
れ
た
。
同
判
詞
程
式
で
は

注
意
と
し
て
「
上
吿
審
民
刑
事
判
決
決
定
式
應
照
大
理
院
判
詞
程
式
辦
理
茲
不
具
列
」
と
し
て
お
り
、「
大
理
院
判
詞
程
式
」
も
定
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
「
大
理
院
判
詞
程
式
」
に
つ
い
て
は
「
刑
事
訴
訟
條
例
」
の
施
行
後

そ
の
ま
ま
で
は
適
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
新
た
な
「
大
理
院
判
詞
格
式
」
が
制
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
（
ⅱ
）
司
法
文
書

　

訴
訟
手
続
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
書
類
に
つ
い
て
も
そ
の
書
式
の
統
一
が
図
ら
れ
た
。
光
緒
三
三
年
一
〇
月
二
六
日
、「
試

辦
訴
訟
狀
紙

明
章
程
」
が
施
行
さ
れ
、
刑
事
訴
状
、
民
事
訴
状
、
弁
訴
状
、
上
訴
状
、
委
任
状
の
五
種
類
が
規
定
さ
れ
た
。
刑
事
訴
状
・

民
事
訴
状
は
そ
れ
ぞ
れ
第
一
審
に
お
い
て
原
告
が
用
い
る
も
の
、
弁
訴
状
は
、
民
事
・
刑
事
問
わ
ず
被
告
が
用
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
先
行
し
て
い
た
「
直
隷
天
津
府
屬
試
辦
審
判
廳
章
程
」
の
下
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宣
統

元
年
一
二
月
二
三
日
、「
推
廣
訴
訟
狀
紙
通
行
章
程
」
と
し
て
拡
充
さ
れ
、
そ
こ
で
は
刑
事
訴
状
・
刑
事
弁
訴
状
・
刑
事
上
訴
状
・
刑
事
委

任
状
・
民
事
訴
状
・
民
事
弁
訴
状
・
民
事
上
訴
状
・
民
事
委
任
状
・
限
状
（
官
の
判
定
を
経
て
期
限
の
付
与
を
行
う
（
願
う
）
書
状
）・
交
状
（
当

該
案
件
の
関
係
の
財
産
・
物
件
・
人
畜
等
を
法
官
の
判
定
を
経
て
官
へ
提
出
さ
せ
る
（
す
る
）
の
に
用
い
る
書
状
）・
領
状
（
当
該
案
件
の
関
係
の
財
産
・
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物
件
・
人
畜
等
及
び
一
切
の
贓
物
を
人
に
受
取
ら
せ
る
（
受
取
る
）
の
に
用
い
る
書
状
）・
和
解
状
の
一
二
種
類
が
規
定
さ
れ
た
。

　

以
上
の
書
式
は
中
華
民
国
成
立
後
も
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
一
九
二
〇
年
六
月
二
〇
日
、「
訴
訟
狀
紙
規
則
」
が
施
行
さ

れ
、
民
事
訴
状
・
刑
事
訴
状
・
民
事
弁
訴
状
・
刑
事
弁
訴
状
・
民
事
上
訴
状
・
刑
事
上
訴
状
・
民
事
委
任
状
・
刑
事
委
任
状
・
限
状
・
交

状
・
領
状
・
保
状
（
保
証
書
）・
結
状
（
誓
約
書
）・
和
解
状
の
一
四
種
が
規
定
さ
れ
た
。
一
九
二
三
年
六
月
二
七
日
、
改
め
て
「
訴
訟
狀
紙

規
則
」
が
制
定
さ
れ
、
民
事
訴
状
・
刑
事
訴
状
・
民
事
弁
訴
状
・
刑
事
弁
訴
状
・
民
事
上
訴
状
・
刑
事
上
訴
状
・
民
事
抗
告
状
・
刑
事
抗

告
状
・
民
事
委
任
状
・
刑
事
委
任
状
・
限
状
・
交
状
・
領
状
・
保
状
・
結
状
・
和
解
状
の
一
六
種
が
規
定
さ
れ
た
。

　

な
お
司
法
文
書
に
関
し
て
は
後
に
東
省
特
別
区
域
法
院
に
お
い
て
整
備
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
一
九
二
二
年
三
月
一
一
日
、「
公
布
東
省

特
區
法
院
各
種
訴
訟
用
紙
及
簿
册
格
式
令
」
に
よ
り
、
八
巻
に
わ
た
り
詳
細
な
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。
現
在
で
も
そ
の
一
部
が
中
国
国
家

図
書
館
（
北
京
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
ⅲ
）
そ
の
他

　

司
法
関
連
機
関
の
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
清
朝
末
期
に
「
法
部
通
行
直
省
司
法
行
政
各
官
廳
互
相
行
文
公
式
」
が
整
備
さ
れ
、
ど
の
場

合
に
ど
の
種
類
の
公
文
書
を
用
い
る
か
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
民
国
期
に
な
る
と
、
初
期
の
司
法
籌
備
処
、
審
検
所
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

公
文
書
程
式
令
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
存
続
期
間
が
短
く
あ
ま
り
目
に
す
る
こ
と
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
後
に
一
九
一
三
年
八
月
二
八
日
、

「
司
法
官
署
公
文
書
暫
行
程
式
令
」
が
発
せ
ら
れ
、
基
本
的
に
こ
れ
に
拠
っ
て
呈
、
訓
令
、
指
令
、
委
任
令
、
公
函
、
批
、
布
告
等
の
公
文

書
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
訴
訟
記
録
に
つ
い
て
こ
れ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
装
丁
し
保
存
す
る
か
に
つ
い
て
、
一
九
一
五

年
四
月
七
日
、「
通
飭
訴
訟
卷
宗
改
用
装
訂
式
竝
辦
法
文
」
が
発
せ
ら
れ
、
整
頓
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
訴
訟
記
録
の
各
種
書
式
を
通
観
す
る
書
籍
と
し
て
『
增
訂
司
法
公
文
式
例
解
』
が
あ
り
便
利
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
司
法
文

書
の
問
題
を
扱
う
先
行
研
究
と
し
て
、
清
朝
末
期
の
み
で
あ
る
が
［
韓
二
〇
一
二
］、
特
に
第
五
章
「
大
理
院
司
法
文
書
研
究
」
は
必
読
で

あ
る
。
ま
た
各
時
代
の
判
決
文
の
文
体
の
変
遷
に
着
目
し
た
［
田
二
〇
一
一
］
も
興
味
深
い
研
究
で
あ
る
。
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【
参
考
文
献
】

黃
源
盛
纂
輯
『
大
理
院
民
事
判
例
輯
存
』
全
一
一
冊
（
台
北
、
元
照
出
版
有
限
公
司
及
び
犂
齋
社
、
二
〇
一
二
年
）

黃
源
盛
纂
輯
『
大
理
院
刑
事
判
例
輯
存
』
全
八
冊
（
台
北
、
犁
齋
社
、
二
〇
一
三
年
）

中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
編
『
北
洋
政
府
檔
案
』
全
一
九
六
巻
（
北
京
、
中
国
檔
案
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
国
立
国
会
図
書
館
関
西
館
、
東
京
大
学

駒
場
図
書
館
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
館
蔵
）

『
各
省
審
判
廳
判
牘
』（
上
海
、
法
學
研
究
社
、
一
九
一
二
年
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
図
書
室
蔵
）

『
直
隷
高
等
審
判
廳
判
牘
集
要
』（
天
津
、
天
津
商
務
印
書
館
、
一
九
一
五
年
、
上
海
図
書
館
蔵
）

『
浙
江
高
等
審
判
廳
書
判
實
錄
』（
上
海
、
文
明
書
局
、
一
九
一
四
年
、
慶
應
義
塾
図
書
館
、
上
海
図
書
館
蔵
）

『
江
蘇
司
法
彙
報
』（
蘇
州
、
蘇
州
司
法
籌
備
處
內
收
發
課
、
一
九
一
二
～
一
九
一
三
年
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
）

包
偉
民
主
編
『
龍
泉
司
法
檔
案
選
編
』〔
第
二
輯
〕（
北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
、
東
洋
文
庫
、
京
都
大
学
法
学
部
図
書
室
蔵
）

呉
錚
强
・
杜
正
貞
・
傅
俊
A
「
一
九
一
二
至
一
九
二
七
年
浙
江
省
龍
泉
縣
審
判
機
構
的
演
變
」（
包
偉
民
主
編
『
龍
泉
司
法
檔
案
選
編
）』〔
第
二

輯
〕（
北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）
一
九
一
二
上
巻
所
収
）

呉
錚
强
・
杜
正
貞
・
傅
俊
B
「
一
九
一
二
至
一
九
二
七
年
浙
江
省
龍
泉
縣
的
審
判
程
序
」（
同
右
所
収
）

呉
錚
强
・
杜
正
貞
・
傅
俊
C
「
一
九
一
二
至
一
九
二
七
年
龍
泉
司
法
檔
案
文
書
樣
式
簡
介
」（
同
右
所
収
）

河
合
篤
「
中
國
の
近
代
的
司
法
制
度
」（『
法
學
志
林
』
四
三
巻
一
～
七
、
一
〇
号
、
四
四
巻
七
～
八
号
、
一
九
四
一
～
一
九
四
二
年
）

「
大
理
院
奏
審
判
權
限
釐
定
辦
法
摺
」
及
び
「
大
理
院
審
判
編
制
法
」（
光
緒
三
二
年
一
〇
月
二
七
日
（
一
九
〇
六
年
一
二
月
一
二
日
）
奉
旨
）（『
大

淸
光
緒
新
法
令
』（
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
〇
九
年
）
第
一
五
冊
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
四
～
一
〇
六
、
一
〇
六
～
一
〇
九
丁
所
収
）

「
直
隷
天
津
府
屬
試
辦
審
判
廳
章
程
」（
光
緒
三
三
年
二
月
一
〇
日
（
一
九
〇
七
年
三
月
二
三
日
）
施
行
）（『
東
方
雜
誌
』
四
巻
一
号
、
一
九
〇
七
年
）
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「
法
部
奏
酌
擬
各
級
審
判
廳
試
辦
章
程
摺
幷
章
程
」（
光
緒
三
三
年
一
〇
月
二
九
日
（
一
九
〇
七
年
一
二
月
四
日
）
奉
旨
）（『
政
治
官
報
』
四
六
号
、
光

緒
三
三
年
一
一
月
六
日
（
一
九
〇
七
年
一
二
月
一
〇
日
）、『
大
淸
光
緒
新
法
令
』（
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
〇
九
年
）
第
一
五
冊
一
一
一

～
一
二
〇
丁
所
収
）

「
法
部
奏
籌
辦
外
省
省
城
商
埠
各
級
審
判
廳
補
訂
章
程
辦
法
摺
併
單
」（
宣
統
元
年
七
月
一
〇
日
（
一
九
〇
九
年
八
月
二
五
日
）
奉
旨
）（『
政
治
官

報
』
六
六
六
号
、
宣
統
元
年
七
月
二
〇
日
（
一
九
〇
九
年
九
月
四
日
）、『
大
淸
宣
統
新
法
令
』（
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
一
〇
年
）
第
七

冊
所
収
）

「
憲
政
編
查
館
核
訂
法
院
編
制
法
幷
另
擬
各
項
暫
行
章
程
摺
併
單
」（
宣
統
元
年
一
二
月
二
八
日
（
一
九
一
〇
年
二
月
七
日
）
奉
旨
）（『
政
治
官
報
』

八
二
六
号
、
宣
統
二
年
一
月
九
日
（
一
九
一
〇
年
二
月
一
八
日
）、『
大
淸
宣
統
新
法
令
』（
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
一
〇
年
）
第
一
五
冊

所
収
）

「
呈
縣
知
事
審
理
簡
易
案
件
擬
請
准
以
堂
諭
代
判
決
竝
批
令
」（『
司
法
公
報
』
第
三
年
第
三
期
、
一
九
一
四
年
一
二
月
三
一
日
）

「
堂
諭
樣
本
准
通
行
批
」（『
司
法
公
報
』
三
五
期
、
一
九
一
五
年
七
月
一
五
日
）

「
堂
諭
代
判
詞
案
件
如
合
法
上
訴
應
補
作
判
詞
函
」（『
司
法
公
報
』
三
九
期
、
一
九
一
五
年
九
月
一
五
日
）

「
遵
照
部
訂
判
詞
程
式
通
飭
（
附
判
詞
程
式
）」（『
司
法
公
報
』
三
九
期
、
一
九
一
五
年
九
月
一
五
日
）

「
大
理
院
判
詞
格
式
」（『
法
律
評
論
』
五
三
～
五
四
期
、
一
九
二
四
年
六
月
二
九
日
・
七
月
六
日
）

「
法
部
等
會
奏
京
師
各
級
審
判
由
部
試
辦
訴
訟
狀
紙
摺
併
單
」（
光
緒
三
三
年
一
〇
月
二
六
日
（
一
九
〇
七
年
一
二
月
一
日
）
奉
旨
）（『
政
治
官
報
』

四
三
号
、
光
緒
三
三
年
一
一
月
三
日
（
一
九
〇
七
年
一
二
月
七
日
）、『
大
淸
光
緒
新
法
令
』（
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
〇
九
年
）
第
一
五

冊
一
〇
九
～
一
一
一
丁
所
収
）

「
法
部
奏
籌
訂
狀
紙
通
行
格
式
章
程
摺
併
單
」（
宣
統
元
年
一
二
月
二
三
日
（
一
九
一
〇
年
二
月
二
日
）
奉
旨
）（『
政
治
官
報
』
八
二
九
号
、
宣
統
二

年
一
月
一
二
日
（
一
九
一
〇
年
二
月
二
一
日
））
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「
司
法
總
長
朱
深
呈
大
總
統
釐
訂
狀
費
訴
費
各
規
則
繕
單
呈
請
鑒
核
文
（
附
規
則
二
）」（
民
國
九
年
六
月
二
〇
日
奉
指
令
）（『
政
府
公
報
』
一
五
八

七
号
、
一
九
二
〇
年
七
月
一
六
日
）

「
訴
訟
狀
紙
規
則
」（
一
九
二
三
年
六
月
二
七
日
）（
司
法
部
參
事
廳
司
法
例
規
編
纂
處
編
『
改
訂
司
法
例
規
第
一
次
補
編
』（
北
京
、
司
法
公
報
發
行
所
、

一
九
二
四
年
）
第
六
類
民
事
第
四
章
訴
訟
費
用
九
〇
～
九
二
頁
）

「
公
布
東
省
特
區
法
院
各
種
訴
訟
用
紙
及
簿
册
格
式
令
」（
一
九
二
二
年
三
月
一
一
日
）（
司
法
部
參
事
廳
司
法
例
規
編
纂
處
編
『
改
訂
司
法
例
規
第

一
次
補
編
』（
北
京
、
司
法
公
報
發
行
所
、
一
九
二
四
年
）
第
十
類
第
一
章
公
式
一
八
四
頁
）、
な
お
同
令
に
は
「
樣
本
一
部
計
分
八
卷
」

と
あ
る
。
以
下
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
鐵
樵
編
『（
部
定
）
東
省
特
區
高
等
審
判
廳
檢
察
所
簿
册
用
紙
格
式
樣
本
（
第
三
卷
）』（
北
京
、
司
法
部
、
一
九
二
一
年
）

　
　
　
　
鐵
樵
編
『（
部
定
）
東
省
特
區
高
等
審
判
廳
檢
察
所
訴
訟
用
紙
格
式
樣
本
（
第
四
卷
）』（
北
京
、
司
法
部
、
一
九
二
一
年
）

　
　
　
　
鐵
樵
編
『（
部
定
）
東
省
特
區
地
方
審
判
廳
訴
訟
用
紙
格
式
樣
本
（
第
六
卷
）』（
北
京
、
司
法
部
、
一
九
二
一
年
）

「
法
部
通
行
直
省
司
法
行
政
各
官
廳
互
相
行
文
公
式
」（『
大
淸
宣
統
新
法
令
』（
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
一
〇
年
）
第
三
五
冊
所
収
）

「
司
法
籌
備
處
公
文
書
程
式
令
」（
一
九
一
三
年
一
月
三
一
日
）（『
司
法
公
報
』
六
期
、
一
九
一
三
年
三
月
一
五
日
）

「
各
縣
審
檢
所
公
文
書
程
式
令
」（
一
九
一
三
年
三
月
二
一
日
）（『
司
法
公
報
』
八
期
、
一
九
一
三
年
五
月
一
五
日
）

「
司
法
官
署
公
文
書
暫
行
程
式
令
」（
一
九
一
三
年
八
月
二
八
日
）（『
司
法
公
報
』
第
二
年
第
一
期
、
一
九
一
三
年
一
〇
月
一
五
日
）

「
通
飭
訴
訟
卷
宗
改
用
装
訂
式
竝
辦
法
文
」（
一
九
一
五
年
四
月
七
日
）（『
司
法
公
報
』
三
二
期
、
一
九
一
五
年
五
月
三
一
日
）

胡
暇
『
增
訂
司
法
公
文
式
例
解
』（
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
一
七
年
（
初
版
）、
一
九
二
二
年
（
五
版
）、
山
口
大
学
図
書
館
蔵
）

韓
涛
『
晩
清
大
理
院
』（
北
京
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）

田
荔
枝
『
我
国
判
詞
語
体
流
変
研
究
』（
北
京
、
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

史
新
恒
『
清
末
提
法
使
研
究
』（
北
京
、
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
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一
　
大

理

院

判

決
【
史
料
I
】

① 

原 

文
（
出
典
：
大
理
院
書
記
廳
編
『
大
理
院
判
決
錄
（
民
國
元
年
九
月
至
十
二
月
）』（
北
京
、
大
理
院
書
記
廳
、
一
九
一
二
年
）「
大
理
院
民
事
判
決

第
一
號
」
一
～
二
頁
。
句
読
点
筆
者
（
以
下
の
史
料
も
同
様
）。）

大
理
院
民
事
判
決
第
一
號

　
　

判
決

　
　
　
　

上
吿
人　

月
林

　
　
　
　

被
上
吿
人　

李
榮
氏

　

右
上
吿
人
、
對
於
前
淸
宣
統
三
年
十
二
月
初
四
日
、
京
師
高
等
審
判
廳
就
月
林
控
吿
李
榮
氏
訛
詐
廟
產
一
案
所
爲
第
二
審
之
判
決
、
聲

明
上
吿
。
經
本
院
審
理
判
決
如
左
。

　
　

判
語

　

原
判
撤
銷
。
發
還
京
師
高
等
審
判
廳
、
更
爲
審
理
。

　
　

理
由

　
查
本
案
上
吿
人
月
林
、
與
已
故
李
雙
春
、
因
爭
廟
產
、
於
前
淸
光
緖
三
十
四
年
、
曾
在
巡
警
右
分
廳
及
第
三
初
級
審
判
廳
涉
訟
、
均
經

驗
明
廟
產
契
紙
、
將
房
斷
囘
月
林
。
嗣
後
兩
造
又
復
爭
訟
、
經
地
方
審
判
廳
、
以
李
雙
春
持
有
心
恆
賣
契
及
右
翼
印
契
爲
證
據
、
將
房
斷

歸
李
榮
氏
管
業
、
高
等
審
判
廳
維
持
原
判
。
月
林
不
服
、
上
吿
到
院
。
現
據
月
林
供
稱
、
師
父
心
恆
確
於
光
緖
十
六
年
二
月
閒
病
故
、
李

榮
氏
在
地
方
審
判
廳
高
等
審
判
廳
所
呈
之
賣
契
、
係
註
明
光
緖
二
十
年
心
恆
寫
立
、
顯
係
假
契
。
可
知
、
李
榮
氏
對
於
月
林
供
詞
毫
不
能
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擧
出
反
證
、
是
心
恆
所
寫
立
之
賣
契
顯
有
可
疑
。
查
心
恆
是
否
確
於
光
緖
十
六
年
病
故
、
李
雙
春
所
持
契
紙
是
否
確
係
光
緖
二
十
年
所
立
、

及
是
否
仍
由
心
恆
出
名
、
有
無
中
證
人
等
、
均
爲
判
決
本
案
先
應
詳
查
事
項
。
原
審
判
廳
未
經
查
明
遽
行
判
決
、
關
於
調
查
事
實
未
免
遺

漏
。
本
院
認
該
上
吿
爲
有
理
由
、
應
卽
判
決
如
右
。

中
華
民
國
元
年
九
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
理
院
民
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

審
判
長
推
事
廉　

隅
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
事
沈
家
彛
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
事
朱
獻
文
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
事
黃
德
章
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
事
高　

种
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
理
院
書
記
官
林
志
章
印

② 

訓 

読

大
理
院
民
事
判
決
第
一
號

　
　

判
決

　
　
　
　

上
吿
人　

月
林

　
　
　
　

被
上
吿
人　

李
榮
氏

　

右
上
吿
人
は
、
前
淸
宣
統
三
年
十
二
月
初
四
日
、
京
師
高
等
審
判
廳
、
月
林
の
控
吿
せ
る
李
榮
氏
廟
產
を
訛
詐
せ
り
と
の
一
案
に
就
き

爲
す
所
の
第
二
審
の
判
決
に
對
し
、
上
吿
を
聲
明
す
。
本
院
審
理
を
經
て
判
決
す
る
こ
と
左
の
如
し
。

　
　

判
語
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原
判
は
撤
銷
す
。
京
師
高
等
審
判
廳
に
發
還
し
、
更
に
審
理
を
爲
さ
し
む
。

　
　

理
由

　
查
す
る
に
本
案
の
上
吿
人
月
林
は
、
已
に
故
せ
る
李
雙
春
と
廟
產
を
爭
へ
る
に
因
り
、
前
淸
光
緖
三
十
四
年
、
曾
て
巡
警
右
分
廳
及
び

第
三
初
級
審
判
廳
に
在
り
て
渉
訟
し
、
均
し
く
廟
產
の
契
紙
を
驗
明
す
る
を
經
て
、
房
も
て
月
林
に
囘
す
と
斷
ぜ
り
。
嗣
後
兩
造
は
又ふ

た
た
び復

爭
訟
し
、
地
方
審
判
廳
を
經
て
、
李
雙
春
心
恆
の
賣
契
及
び
右
翼
の
印
契
を
持
有
せ
る
を
以
て
證
據
と
爲
し
、
房
も
て
李
榮
氏
の
管
業
に

歸
す
と
斷
じ
、
高
等
審
判
廳
も
原
判
を
維
持
せ
り
。
月
林
服
せ
ず
、
上
吿
し
て
院
に
到
る
。
現
に
月
林
の
供
稱
を
據う

く
る
に
、
師
父
の
心

恆
確
か
に
光
緖
十
六
年
二
月
閒
に
病
故
せ
る
も
、
李
榮
氏
の
地
方
審
判
廳
・
高
等
審
判
廳
に
在
り
て
呈
せ
る
所
の
賣
契
は
、
光
緖
二
十
年

に
心
恆
寫
立
す
と
註
明
せ
る
に
係
り
、
顯あ

き
らか
に
假
い
つ
は
り

の
契
に
係
る
。
知
る
べ
し
、
李
榮
氏
、
月
林
の
供
詞
に
對
し
毫
も
反
證
を
擧
出
す
る

能
は
ざ
る
は
、
是
れ
心
恆
寫
立
す
る
所
の
賣
契
顯
か
に
疑
ふ
べ
き
有
る
を
。
查
す
る
に
心
恆
確
か
に
光
緖
十
六
年
に
病
故
せ
し
や
是い

否な

や
、

李
雙
春
の
所
持
せ
る
契
紙
確
か
に
光
緖
二
十
年
に
立
つ
る
所
に
係
り
し
や
是い

否な

や
、
及
び
仍
ほ
心
恆
の
出
名
に
由
り
し
や
是い

否な

や
、
中
證

人
の
有
り
や
無
し
や
等
は
、
均
し
く
本
案
を
判
決
す
る
に
先
づ
應
に
詳
し
く
查
す
べ
き
事
項
た
り
。
原
審
判
廳
未
だ
查
明
を
經
ず
し
て
遽に

は

か
に
判
決
を
行
ふ
は
、
事
實
を
調
查
す
る
に
關
し
未
だ
遺
漏
を
免
れ
ず
。
本
院
は
認
め
て
該
上
吿
を
理
由
有
る
も
の
と
爲
し
、
應
に
卽
ち

判
決
す
べ
き
こ
と
右
の
如
し
。

　
　
（
日
付
、
裁
判
官
名
等
省
略
）

③ 

語 

釈

〈
訛
詐
〉
詐
取
す
る
こ
と
。　
〈
廟
產
〉
寺
院
の
不
動
産
の
こ
と
。　
〈
撤
銷
〉
原
判
決
を
取
り
消
す
こ
と
。　
〈
巡
警
右
分
廳
〉
光
緒
三
一
年
、

巡
警
部
の
下
に
内
外
城
巡
警
総
庁
が
首
都
北
京
の
警
務
を
司
る
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
、
同
総
庁
の
下
部
に
は
当
初
内
城
五
分
庁
、
外
城

四
分
庁
が
置
か
れ
た
が
、
光
緒
三
二
年
、
内
城
五
分
庁
は
中
・
左
・
右
三
庁
へ
、
外
城
四
分
庁
は
左
・
右
二
庁
へ
と
再
編
制
さ
れ
た
。
本

件
を
管
轄
し
た
の
は
内
城
右
分
庁
と
思
わ
れ
、
守
衛
所
に
お
い
て
訴
訟
や
呈
状
が
受
理
さ
れ
て
い
た
。
詳
細
は
［
韓
・
蘇
二
〇
〇
〇
］
参



367

九　中華民国北洋政府期法院訴訟記録

照
。　
〈
驗
明
〉
調
べ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。　
〈
兩
造
〉
両
当
事
者
の
こ
と
。　
〈
右
翼
〉
北
京
に
駐
屯
し
た
禁
旅
八
旗
の
う
ち
正
黄
旗
、
正

紅
旗
、
鑲
紅
旗
、
鑲
藍
旗
を
右
翼
と
称
し
た
。
本
件
を
管
轄
し
た
の
は
正
紅
旗
か
と
思
わ
れ
る
。　
〈
印
契
〉
紅
契
と
も
い
う
。
契
税
（
不

動
産
取
引
税
の
よ
う
な
も
の
）
納
付
後
に
官
か
ら
印
を
受
け
た
契
約
書
の
こ
と
。　
〈
管
業
〉
土
地
を
保
有
し
経
営
・
収
益
を
行
う
こ
と
。
西

欧
近
代
法
に
お
け
る
「
所
有
権
」
と
の
差
異
に
つ
い
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
［
寺
田
二
〇
一
八
］、
特
に

四
五
～
五
九
頁
を
参
照
。　
〈
大
理
院
民
庭
〉
大
理
院
の
民
事
法
廷
。
現
代
日
本
で
は
通
常
「
法
廷
」
と
表
記
す
る
が
、
中
国
語
で
は
「
法

庭
」
と
「
庭
」
の
字
を
用
い
る
。

④ 

和 

訳

大
理
院
民
事
判
決
第
一
号

　
　

判
決

　
　
　
　

上
告
人　

月
林

　
　
　
　

被
上
告
人　

李
栄
氏

　

右
上
告
人
は
、
清
朝
期
宣
統
三
年
一
二
月
四
日
、
京
師
高
等
審
判
庁
が
、
李
栄
氏
が
廟
産
を
だ
ま
し
取
っ
て
い
る
と
し
て
月
林
が
控
訴

し
た
案
件
に
つ
い
て
行
っ
た
第
二
審
判
決
に
対
し
て
上
告
を
行
っ
た
。
本
院
は
審
理
を
経
て
左
の
よ
う
に
判
決
す
る
。

　
　

主
文

　

原
判
決
を
破
棄
し
、
京
師
高
等
審
判
庁
に
差
し
戻
し
て
、
さ
ら
に
審
理
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

理
由

　

調
べ
て
み
る
に
、
本
案
の
上
告
人
月
林
と
、
既
に
死
亡
し
た
李
雙
春
は
、
寺
院
内
の
家
屋
を
巡
っ
て
争
い
、
光
緒
三
四
年
に
内
城
巡
警

右
分
庁
・
第
三
初
級
審
判
庁
に
お
い
て
訴
訟
に
及
び
、
そ
れ
ぞ
れ
寺
院
内
の
家
屋
の
契
約
文
書
の
調
査
を
経
て
、
当
該
家
屋
は
月
林
の
も

の
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
両
当
事
者
は
再
度
訴
訟
に
及
び
、
地
方
審
判
庁
は
、
李
雙
春
が
心
恒
の
売
買
契
約
書
及
び
右
翼
の
納
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税
済
契
約
書
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
証
拠
と
し
て
、
当
該
家
屋
は
李
栄
氏
の
保
有
に
帰
す
る
も
の
と
し
、
高
等
審
判
庁
も
原
判
決
を
維

持
し
た
。
月
林
は
こ
れ
を
不
服
と
し
、
上
告
し
て
大
理
院
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
月
林
の
供
述
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
師
で
あ
る

心
恒
は
確
か
に
光
緒
一
六
年
二
月
に
病
死
し
て
い
る
の
に
、
李
栄
氏
が
地
方
審
判
庁
・
高
等
審
判
庁
に
お
い
て
提
示
し
た
売
買
契
約
書
に

は
光
緒
二
〇
年
に
心
恒
が
作
成
し
た
と
あ
り
、
明
ら
か
に
偽
物
の
契
約
書
で
あ
る
。
李
栄
氏
が
月
林
の
供
述
に
対
し
反
証
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
は
、
心
恒
が
作
成
し
た
と
こ
ろ
の
売
買
契
約
書
と
い
う
の
が
明
ら
か
に
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
調
べ
て
み
る
に
、
心
恒
が
確
か
に
光
緒
一
六
年
に
病
死
し
た
の
か
ど
う
か
、
李
雙
春
の
所
持
し
て
い
た
契
約
書
は
確
か
に
光
緒
二
〇

年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、
及
び
心
恒
の
名
義
で
あ
る
か
ど
う
か
、
仲
介
者
等
が
い
な
い
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
は
皆
均
し
く

本
案
の
判
決
を
為
す
に
当
た
っ
て
ま
ず
詳
し
く
調
査
す
べ
き
事
項
で
あ
る
が
、
原
審
判
庁
は
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
俄
か
に
判

決
を
行
っ
て
お
り
、
事
実
の
調
査
に
関
し
て
遺
漏
が
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
院
は
当
該
上
告
に
は
理
由
が
あ
る
も
の
と

認
め
、
右
の
如
く
判
決
す
る
。

　
　
（
日
付
、
裁
判
官
名
等
省
略
）

【
解
説
】

　

北
洋
政
府
初
期
に
は
『
司
法
公
報
』
に
お
い
て
大
理
院
判
決
例
全
文
の
公
開
が
断
続
的
に
行
わ
れ
る
（
一
九
一
四
年
末
ま
で
）
と
と
も
に
、

『
大
理
院
判
決
錄
』
が
刊
行
さ
れ
て
民
事
・
刑
事
の
大
理
院
判
決
例
の
全
文
が
公
開
さ
れ
て
い
た
（
一
九
一
四
年
七
月
分
ま
で
）。
本
件
は
そ

の
第
一
巻
目
、
民
事
一
九
一
二
年
九
～
一
二
月
分
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
た
判
決
例
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
刊
行
時
期
の
一
件
目
に
当
た
っ
た

だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
判
決
例
か
ら
第
一
号
と
通
し
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
翌
一
九
一
三
年
分
か
ら
は
改
め
て
民
国
何
年

上
字
第
何
号
と
い
う
形
で
通
し
番
号
が
付
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

原
文
に
は
も
ち
ろ
ん
句
読
点
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
毛
筆
で
筆
記
さ
れ
た
判
決
原
本
で
も
活
字
化
さ
れ
た
当
時
の
刊
行
物
で
も
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同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
適
宜
自
分
で
句
読
点
を
付
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
本
判
決
例
は
大
理
院
判
決
例
の
な
か
で
も
短
い

ほ
う
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
紛
争
の
経
緯
や
内
容
、
登
場
人
物
の
関
係
等
、
具
体
的
な
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
幸
い
本
件
は
下
級

審
で
の
判
決
例
等
の
訴
訟
記
録
が
存
在
す
る
た
め
、
以
下
本
稿
で
示
す
よ
う
に
詳
細
が
判
明
す
る
が
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
隔
靴
掻
痒

と
な
る
場
合
も
あ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
以
下
紹
介
す
る
史
料
は
、『
北
洋
政
府
檔
案
』
〇
三
四
巻
に
「
京
師
僧
人
月
林
上
告
李
榮
氏
訛
詐
房
産
案
」（
一
～
一
二
八

頁
）
と
題
さ
れ
る
、
当
時
の
京
師
高
等
審
判
庁
に
残
さ
れ
た
当
該
事
件
関
連
の
文
書
群
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
本
稿
で

扱
っ
た
史
料
以
外
に
も
、
当
事
者
の
訴
状
や
各
機
関
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
連
絡
文
書
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
本
件
は
大
理
院
に
お
い
て
破
棄
差
し
戻
し
と
な
っ
た
案
件
で
あ
る
た
め
、
大
理
院
判
決
例
の
写
し
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
大
理
院
判

決
錄
』
で
は
大
理
院
判
決
例
の
み
が
淡
々
と
収
録
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
檔
案
で
は
所
謂
「
一
件
文
書
」
と
い
う
形
で
事
件
の
顚
末
を

詳
細
に
追
跡
で
き
る
史
料
が
揃
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　

文
書
の
字
体
に
つ
い
て
は
、
印
刷
物
等
で
は
基
本
的
に
繁
体
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
檔
案
で
は
時
折
現
在
の
字
体
と
同
じ
も
の
が

略
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
（
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
全
て
繁
体
字
に
し
て
掲
載
し
た
。
例
え
ば
並
☞
竝
な
ど
）。
判
決

原
本
に
つ
い
て
は
さ
す
が
に
読
め
な
い
ほ
ど
酷
い
癖
の
あ
る
字
は
見
ら
れ
な
い
が
、
下
書
き
や
業
務
用
の
複
写
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
文
書
、

速
記
と
見
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
相
当
癖
の
あ
る
字
や
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
書
記
本
人
の
書
き
癖
で
あ
る
場

合
は
そ
れ
に
慣
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
が
、
基
本
に
則
っ
た
行
書
・
草
書
の
場
合
は
、
く
ず
し
字
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
お
け
ば
あ
る
程
度

ま
で
は
読
解
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
当
た
り
前
の
こ
と
な
が
ら
、
判
決
例
で
あ
る
た
め
法
律
用
語
が
頻
出
す
る
。
こ
れ
ら
を
調
べ
る
た
め
に
は
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た

法
律
用
語
辞
典
、
例
え
ば
『
中
國
法
律
大
辭
典
』
や
『
法
律
大
辭
書
』
な
ど
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
所
蔵
す
る
日
本
国
内
の
図

書
館
も
限
ら
れ
、
何
よ
り
古
書
で
あ
る
た
め
取
り
扱
い
に
も
注
意
を
要
し
、
気
軽
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
日
本
語
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の
も
の
と
し
て
は
台
湾
旧
慣
調
査
の
副
産
物
と
い
え
る
『
典
海
』
を
増
補
し
た
『
增
訂
支
那
法
制
大
辭
典
』
が
あ
る
。
学
術
が
長
足
の
進

歩
を
遂
げ
た
現
在
、
そ
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
が
、
一
定
の
目
安
と
し
て
用
い
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。

　

一
般
的
な
辞
書
で
も
、
古
め
の
も
の
の
ほ
う
が
関
連
事
項
を
多
く
収
録
し
て
く
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
著
名
な
『
中
日
大
辞
典
』
も
、

第
三
版
よ
り
も
増
訂
第
二
版
の
ほ
う
が
古
い
用
語
を
調
べ
る
際
に
は
重
宝
す
る
。
当
時
の
日
中
辞
書
、
例
え
ば
『
最
新
支
那
語
大
辭
典
』

等
に
も
他
の
辞
典
に
は
出
て
こ
な
い
語
彙
が
時
折
登
場
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

事
件
の
内
容
を
詳
細
に
追
う
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
た
当
た
り
前
の
こ
と
な
が
ら
、
一
定
程
度
の
法
学
の
素
養
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
上

で
当
時
の
法
学
の
状
況
を
知
る
に
は
、
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
法
学
関
連
の
文
献
も
参
考
に
な
る
。『
民
国
時
期
総
書
目
（1911-1949

）
法

律
』
は
当
時
ど
の
よ
う
な
法
学
文
献
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
う
え
で
有
用
な
目
録
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
書
籍
の
全

て
が
日
本
国
内
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
民
国
期
の
法
制
史
情
報
の
調
べ
方
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
に
膨
大
と
な
る
た
め
［
西

二
〇
一
二
］
に
譲
る
。

　

判
決
文
そ
れ
自
体
を
読
む
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
関
係
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
時
の
公
文
書
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
一
定
程
度
の
知

識
を
持
っ
て
い
た
ほ
う
が
よ
い
。
古
い
文
献
で
は
あ
る
が
『
日
文
滿
洲
國
公
文
作
法
解
説
』
に
は
目
を
通
し
、
ま
た
辞
書
と
し
て
『
中
国

外
交
文
書
辞
典
（
清
末
篇
）』、『
中
国
歴
史
公
文
書
読
解
辞
典
』
は
常
時
手
元
に
置
く
と
便
利
で
あ
る
。
公
文
書
読
解
の
た
め
の
教
科
書
と

し
て
編
ま
れ
た
［Fairbank

一
九
七
〇
］
か
ら
も
学
べ
る
事
は
多
い
。

　

な
お
判
決
冒
頭
に
登
場
す
る
原
審
の
京
師
高
等
審
判
庁
の
第
二
審
判
決
の
日
付
に
つ
い
て
は
若
干
の
解
説
が
必
要
か
も
知
れ
な
い
。
と

い
う
の
も
宣
統
三
年
一
一
月
一
三
日
、
南
京
に
中
華
民
国
臨
時
政
府
が
成
立
す
る
と
と
も
に
太
陽
暦
が
導
入
さ
れ
、
同
日
を
中
華
民
国
元

年
（
一
九
一
二
年
）
一
月
一
日
と
す
る
改
元
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
宣
統
帝
は
宣
統
三
年
一
二
月
二
五
日
（
一
九
一
二
年
二
月
一

二
日
）
に
退
位
し
た
た
め
、
こ
の
第
二
審
判
決
は
、
中
華
民
国
臨
時
政
府
が
成
立
し
つ
つ
も
宣
統
帝
が
未
だ
退
位
を
表
明
せ
ず
皇
帝
の
位
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に
あ
っ
た
時
期
に
、
清
朝
政
府
機
関
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
京
師
高
等
審
判
庁
に
お
い
て
宣
統
年
号
が
使
用
さ
れ
続
け
て
い
た
そ
の
期
間
に

下
さ
れ
た
判
決
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

【
書
式
】

　

判
決
文
は
ま
ず
冒
頭
に
両
当
事
者
（
上
告
人
・
被
上
告
人
）
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
、
大
理
院
に
至
っ
た
経
過
が
簡
明
に
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、

「
判
語
」（
こ
れ
は
す
ぐ
後
に
「
主
文
」
に
統
一
さ
れ
る
）
と
し
て
判
決
主
文
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
、
続
け
て
「
理
由
」
と
し
て
案
件
の
事
実
関

係
、
両
当
事
者
の
主
張
が
整
理
さ
れ
た
後
、
大
理
院
の
判
断
が
述
べ
ら
れ
る
。
末
尾
に
は
日
付
と
裁
判
官
氏
名
が
記
さ
れ
る
形
式
に
な
っ

て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

韓
延
龍
・
蘇
亦
工
『
中
国
近
代
警
察
史
』（
北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

寺
田
浩
明
『
中
国
法
制
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）

大
理
院
書
記
廳
編
『
大
理
院
判
決
錄
』（
北
京
、
大
理
院
書
記
廳
、
一
九
一
二
～
一
九
一
四
年
）

中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
編
『
北
洋
政
府
檔
案
』
〇
三
四
巻
（
北
京
、
中
国
檔
案
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）

朱
采
眞
編
『
中
國
法
律
大
辭
典
』（
上
海
、
世
界
書
局
、
一
九
三
一
年
）

鄭
競
毅
・
彭
時
編
『
法
律
大
辭
書
』（
上
海
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年
）

東
川
德
治
『
典
海
』（
法
政
大
學
出
版
部
、
一
九
三
〇
年
）

東
川
德
治
『
增
訂
支
那
法
制
大
辭
典
』（
松
雲
堂
、
一
九
三
三
年
、
後
に
東
川
德
治
『
中
國
法
制
大
辭
典
』、
㈱
燎
原
、
一
九
七
九
年
と
し
て
翻
刻
）

愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂
所
編
『
中
日
大
辞
典
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
〇
年
〔
第
三
版
〕、
一
九
八
七
年
〔
増
訂
第
二
版
〕）
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石
山
福
治
『
最
新
支
那
語
大
辭
典
』（
第
一
書
房
、
一
九
三
五
年
〔
初
版
〕、
一
九
四
三
年
〔
改
版
〕）

北
京
図
書
館
編
『
民
国
時
期
総
書
目
（1911-1949

）
法
律
』（
北
京
、
書
目
文
献
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）

西
英
昭
「
法
制
史
」（
岡
本
隆
司
・
吉
澤
誠
一
郎
編
『
近
代
中
国
研
究
入
門
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
所
収
）

劉
實
『
日
文
滿
洲
國
公
文
作
法
解
説
』（
大
阪
屋
號
書
店
、
一
九
三
三
年
）

植
田
捷
雄
ほ
か
編
『
中
国
外
交
文
書
辞
典
（
清
末
篇
）』（
学
術
文
献
普
及
会
、
一
九
五
四
年
、
後
に
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
と
し
て
覆
刻
）

山
腰
敏
寛
編
『
中
国
歴
史
公
文
書
読
解
辞
典
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）

John K
. Fairbank, ed., C

h’ing D
ocum

ents: A
n Introductory Syllabus, 3

rd ed. （C
am

bridge, M
ass., H

arvard U
niversity Press, 

1970

）
二
　
口

頭

弁

論
筆
録

【
史
料
II
】

① 

原 

文
（
出
典
：
中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
編
『
北
洋
政
府
檔
案
』
〇
三
四
巻
（
北
京
、
中
国
檔
案
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
七
一
～
七
六
頁
）。

　
　

口
頭
辯
論
筆
錄

中
華
民
國
元
年
九
月
十
四
日
大
理
院
民
庭
開
始
口
頭
辯
論
。
其
出
席
職
員
如
左
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

審
判
長
推
事　

廉　

隅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
事　

沈
家
彛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
事　

朱
獻
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
事　

黃
德
章
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推
事　

高　

种

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
理
院
書
記
官　

林
志
章

本
件
爲
上
吿
人
尼
僧
月
林
因
被
上
吿
人
李
榮
氏
訛
詐
房
產
上
吿
案
件
。
當
事
人
到
庭
者
爲
、

　
　
　
　
　

上
吿
人
尼
僧
月
林

　
　
　
　
　

被
上
吿
人
李
榮
氏

審
判
長
宣
吿
現
在
開
始
審
理
本
案
。
此
案
在
第
一
審
及
第
二
審
均
由
刑
庭
審
理
、
自
歸
大
理
院
後
、
因
此
案
爭
點
係
屬
民
事
、
故
由
民
庭

審
過
一
次
、
現
在
本
院
改
組
、
自
當
繼
續
前
審
仍
在
民
庭
審
理
。

審
判
長
問
月
林　

姓
名
・
年
齡
・
住
所
・
職
業
。

答　

我
是
月
林
、
年
五
十
一
歲
、
住
西
直
門
內
南
草
廠
大
後
倉
崇
興
寺
、
自
幼
出
家
。

問　

此
案
因
爭
廟
產
於
光
緖
三
十
三
年
及
三
十
四
年
屢
次
在
內
城
警
廳
・
步
軍
統
領
衙
門
興
訟
、
宣
統
二
年
又
在
地
方
廳
興
訟
、
至
三
年

十
月
始
行
結
案
。
十
二
月
復
經
高
等
廳
判
決
不
服
上
吿
到
院
。
你
有
何
不
服
的
意
思
可
以
說
明
。

答　

地
方
廳
先
將
房
產
斷
歸
我
備
價
囘
贖
。
今
李
姓
十
一
月
交
房
待
我
出
銀
贖
房
、
李
姓
避
不
到
案
、
串
出
族
婦
李
榮
氏
捏
稱
李
雙
春
之

嫂
吿
我
意
圖
訛
詐
。
地
方
廳
過
堂
數
次
、
又
將
房
斷
歸
李
榮
氏
管
業
。
我
所
以
不
服
上
訴
的
。

問　

地
方
廳
因
你
廟
內
西
院
房
十
餘
閒
、
由
你
師
心
恆
賣
與
李
雙
春
爲
業
、
有
賣
契
可
憑
、
所
以
將
房
斷
與
其
嫂
李
榮
氏
。
高
等
廳
亦
照

如
此
判
決
。

答　

我
師
心
恆
竝
未
賣
與
李
雙
春
。
我
亦
竝
不
認
識
李
榮
氏
。

問　

有
何
憑
據
。

答　

我
有
紅
契
幾
套
。
李
榮
氏
之
契
是
假
的
。
且
他
的
契
內
寫
是
光
緖
二
十
年
、
我
師
心
恆
已
於
十
六
年
病
故
。
安
有
死
後
尙
能
賣
房
的

理
。
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問　

你
何
以
知
衜
李
榮
氏
之
契
是
假
的
。

答　

本
廟
原
在
西
什
庫
、
後
來
奉
旨
迁
移
。
所
有
廟
內
四
至
、
均
載
明
紅
契
。
我
自
幼
就
在
廟
內
、
現
在
紅
契
尙
在
我
處
。
何
以
又
有
別

的
契
紙
出
來
。
所
以
知
衜
李
榮
氏
契
是
假
的
。

問　

據
你
說
、
契
是
假
的
、
房
屋
卽
當
歸
廟
。

答　

房
屋
原
是
典
出
去
的
。
現
在
我
願
出
銀
贖
囘
。
但
房
屋
已
損
壞
不
堪
、
尙
須
好
好
修
理
。

問　

你
說
李
榮
氏
之
契
是
寫
的
二
十
年
、
你
看
見
過
否
。

答　

我
曾
見
過
地
方
廳
及
高
等
廳
、
亦
曾
見
過
在
高
等
廳
。
過
了
五
堂
竝
未
對
質
、
所
以
我
來
上
吿
的
。

問　

你
尙
有
話
說
否
。

答　

沒
有
。

問
李
榮
氏　

姓
名
・
年
齡
・
住
所
・
職
業
。

答　

我
是
李
榮
氏
、
年
五
十
五
歲
、
住
翠
花
街
、
現
在
無
事
。

問　

你
有
當
家
人
否
。

答　

已
死
。

問　

你
的
意
思
如
何
。

答　

房
是
月
林
師
爺
心
恆
賣
與
李
雙
春
的
、
所
以
應
歸
我
管
業
。

月
林
答　

我
師
爺
是
叫
恭
善
、
我
師
確
是
心
恆
、
十
六
年
病
故
。
記
得
死
後
七
天
出
殯
、
是
二
月
十
九
日
。

問　

埋
在
何
處
。

答　

埋
在
田
村
。

問
李
榮
氏　

據
月
林
說
、
他
師
心
恆
於
十
六
年
病
故
、
你
的
契
是
否
寫
二
十
年
。
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答　

我
契
不
是
假
的
。
至
於
契
上
所
寫
年
月
、
我
不
識
字
、
不
甚
知
衜
明
白
。

問　

你
尙
有
話
說
否
。

答　

沒
有
。

審
判
長
宣
吿
現
在
辯
論
終
結
、
須
付
評
議
、
兩
造
可
暫
候
。

審
判
長
及
陪
席
推
事
退
庭
評
議
、
越
時
五
分
再
入
庭
、
由
審
判
長
宣
吿
判
決
。

本
案
依
法
公
開
。

本
案
參
與
審
理
之
推
事
・
書
記
官
終
始
如
一
。

中
華
民
國
元
年
九
月
十
四
日　

筆
錄
於
大
理
院
民
庭
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
理
院
書
記
官　

林
志
章
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

審
判
長
推
事　
　

廉　

隅
印

② 

訓 

読　
（
口
語
史
料
の
た
め
省
略
）

③ 

語 

釈

〈
崇
興
寺
〉
北
京
内
城
北
西
部
、
南
草
廠
胡
同
と
大
後
倉
胡
同
の
交
わ
る
あ
た
り
に
あ
っ
た
寺
院
。「
崇
興
寺
題
名
碑
」「
崇
興
寺
二
井
碑
」

「
崇
興
寺
天
王
殿
碑
」
等
の
碑
刻
史
料
が
知
ら
れ
て
お
り
創
建
は
明
代
に
遡
る
よ
う
で
あ
る
。
元
来
は
西
什
庫
（
北
海
公
園
の
西
側
）
に
あ
っ

た
が
後
に
同
地
へ
移
転
し
た
。
民
国
期
を
通
じ
て
存
在
し
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
末
頃
に
破
却
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。　
〈
贖
囘
〉
回
贖
と

も
い
う
。
出
典
人
が
典
価
を
承
典
人
に
返
却
し
当
該
不
動
産
を
取
り
戻
す
こ
と
。　
〈
對
質
〉
原
告
被
告
双
方
が
互
い
に
問
い
た
だ
す
こ
と
。

　
〈
翠
花
街
〉
北
京
城
内
、
白
塔
寺
の
若
干
北
側
に
位
置
す
る
胡
同
の
名
前
。　
〈
當
家
人
〉
戸
主
、
ま
た
は
妻
が
夫
を
指
し
て
言
う
。　
〈
師

爺
〉
師
匠
の
師
匠
（
ま
た
は
師
匠
の
父
）
の
こ
と
。　
〈
田
村
〉
北
京
市
西
郊
、
八
宝
山
革
命
公
墓
の
北
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ

る
。
お
そ
ら
く
こ
の
近
辺
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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④ 

和 

訳

　
　

口
頭
弁
論
筆
記

中
華
民
国
元
年
九
月
一
四
日
、
大
理
院
民
事
法
廷
は
口
頭
弁
論
を
開
始
し
た
。
出
席
し
た
職
員
は
左
の
通
り
。

　
　
（
人
名
省
略
）

本
件
は
上
告
人
の
尼
僧
月
林
が
、
被
上
告
人
の
李
栄
氏
が
不
動
産
を
詐
取
し
て
い
る
と
し
て
上
告
し
た
案
件
で
あ
り
、
当
事
者
の
う
ち
出

廷
し
た
者
は
、

　
　
　

上
告
人　

尼
僧　

月
林

　
　
　

被
上
告
人　

李
栄
氏

で
あ
る
。

審
判
長
が
現
在
本
案
の
審
理
を
開
始
す
る
こ
と
を
宣
告
し
た
。
こ
の
案
件
は
第
一
審
及
び
第
二
審
で
は
等
し
く
刑
事
法
廷
に
お
い
て
審
理

が
な
さ
れ
た
が
、
大
理
院
に
係
属
し
た
後
、
こ
の
案
件
の
争
点
が
民
事
に
属
す
る
こ
と
か
ら
民
事
法
廷
に
お
い
て
一
回
審
理
が
な
さ
れ
て

お
り
、
現
在
本
院
の
改
組
に
あ
た
っ
て
も
、
当
然
前
審
か
ら
継
続
し
て
民
事
法
廷
で
審
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

〔
審
判
長
が
月
林
に
〕
問　

姓
名
、
年
齢
、
住
所
、
職
業
は
?

答　

私
が
月
林
で
す
。
年
は
五
一
歳
、
西
直
門
内
南
草
廠
大
後
倉
の
崇
興
寺
に
住
ん
で
い
ま
す
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
出
家
し
て
お
り
ま
す
。

問　

こ
の
案
件
は
寺
院
の
不
動
産
に
つ
い
て
の
も
の
で
、
光
緒
三
三
年
及
び
三
四
年
に
数
次
に
わ
た
り
内
城
庁
や
歩
軍
統
領
衙
門
に
お
い

て
訴
訟
を
起
こ
し
、
宣
統
二
年
に
も
ま
た
地
方
審
判
庁
に
お
い
て
訴
訟
を
起
こ
し
、
三
年
一
〇
月
に
至
っ
て
は
じ
め
て
結
審
し
た
も
の
の
、

一
二
月
に
高
等
審
判
庁
を
経
て
判
決
に
不
服
と
し
て
上
告
さ
れ
本
院
に
至
っ
た
も
の
で
す
。
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
な
不
服
の
意
思
が
あ
る

の
か
、
説
明
し
て
頂
け
ま
す
か
?

答　

地
方
審
判
庁
は
ま
ず
不
動
産
に
つ
い
て
私
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
費
用
を
準
備
し
て
回
贖
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
今
李
氏
側
は
一
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一
月
に
不
動
産
を
渡
し
私
が
お
金
を
支
払
っ
て
回
贖
す
る
の
を
待
つ
は
ず
が
、
李
氏
側
は
こ
れ
を
避
け
て
出
廷
せ
ず
、
グ
ル
に
な
っ
て
一

族
の
婦
人
の
李
栄
氏
を
登
場
さ
せ
、
李
雙
春
の
兄
嫁
で
あ
る
と
偽
っ
て
申
し
立
て
、
私
が
詐
取
を
企
て
て
い
る
と
訴
え
ま
し
た
。
地
方
審

判
庁
は
数
次
に
わ
た
る
審
理
の
後
、
突
然
ま
た
不
動
産
を
李
栄
氏
の
保
有
に
帰
す
も
の
と
し
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
私
は
不
服
と
し
て
上

訴
し
た
の
で
す
。

問　

地
方
審
判
庁
は
あ
な
た
の
寺
院
内
の
西
院
一
〇
余
間
に
つ
い
て
あ
な
た
の
師
で
あ
る
心
恒
か
ら
李
雙
春
に
売
却
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

証
拠
と
な
る
売
買
契
約
書
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
不
動
産
を
そ
の
兄
嫁
で
あ
る
李
栄
氏
に
帰
す
も
の
と
し
、
高
等
審
判
庁
も
ま
た
こ
れ

に
照
ら
し
て
そ
の
よ
う
に
判
決
し
た
の
で
す
が
。

答　

私
の
師
で
あ
る
心
恒
は
李
雙
春
に
売
っ
た
こ
と
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
私
は
李
栄
氏
を
知
り
ま
せ
ん
。

問　

ど
の
よ
う
な
証
拠
が
あ
り
ま
す
か
?

答　

私
は
紅
契
を
何
組
か
持
っ
て
い
ま
す
。
李
栄
氏
の
契
約
書
は
偽
物
で
す
。
そ
れ
に
彼
女
の
契
約
書
の
な
か
に
は
光
緒
二
〇
年
と
書
い

て
あ
り
ま
す
が
、
私
の
師
の
心
恒
は
一
六
年
に
既
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
体
ど
う
し
て
死
後
に
家
屋
を
売
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と

い
う
道
理
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
?

問　

あ
な
た
は
ど
う
し
て
李
栄
氏
の
契
約
書
が
偽
物
だ
と
わ
か
っ
た
の
で
す
か
?

答　

私
の
寺
院
は
元
々
西
什
庫
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
後
に
皇
帝
の
命
令
を
奉
じ
て
引
っ
越
し
て
き
た
の
で
す
。
寺
院
内
の
四さ

か
い
め至
に
つ
い

て
は
全
て
紅
契
内
に
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
も
う
寺
院
内
に
居
り
ま
し
て
、
現
在
も
紅
契
は
私
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。
ど
う
し
て
ま
た
別
の
契
約
書
が
出
て
く
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
な
の
で
、
私
は
李
栄
氏
の
契
約
書
が
偽
物
だ
と

わ
か
っ
た
の
で
す
。

問　

あ
な
た
の
主
張
で
は
契
約
書
は
偽
物
で
家
屋
は
寺
の
保
有
に
帰
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
?

答　

家
屋
は
元
々
典
に
出
し
た
も
の
で
す
。
現
在
私
は
金
銭
を
支
払
っ
て
回
贖
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
家
屋
は
ひ
ど
く
壊
れ
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て
お
り
、
修
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

問　

あ
な
た
は
李
栄
氏
の
契
約
書
が
二
〇
年
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
?

答　

私
は
地
方
審
判
庁
で
も
見
ま
し
た
し
、
高
等
審
判
庁
で
も
見
ま
し
た
。
高
等
審
判
庁
で
は
五
回
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
対
面
で
の

質
疑
の
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
、
私
は
上
告
し
た
の
で
す
。

問　

ま
だ
話
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
?

答　

あ
り
ま
せ
ん
。

問
（
李
栄
氏
に
対
し
て
）　

姓
名
、
年
齢
、
住
所
、
職
業
は
?

答　

私
は
李
栄
氏
で
す
。
年
は
五
五
歳
、
翠
花
街
に
住
ん
で
い
ま
す
。
現
在
は
無
職
で
す
。

問　

ご
主
人
は
い
ま
す
か
?

答　

す
で
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

問　

あ
な
た
の
意
見
は
ど
う
で
す
か
?

答　

こ
の
家
屋
は
月
林
の
師
の
師
で
あ
る
心
恒
が
李
雙
春
に
売
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
私
の
保
有
に
帰
す
べ
き
も
の
で
す
。

答
（
月
林
が
答
え
て
）　

私
の
師
の
師
は
恭
善
と
い
い
ま
す
。
私
の
師
は
確
か
に
心
恒
で
す
が
、
一
六
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
死
後
七

日
目
に
出
棺
し
た
の
が
二
月
一
九
日
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

問　

ど
こ
に
埋
葬
し
ま
し
た
か
?

答　

田
村
に
埋
葬
し
ま
し
た
。

問
（
李
栄
氏
に
対
し
）　

月
林
の
説
明
に
よ
れ
ば
彼
女
の
師
の
心
恒
は
一
六
年
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
あ
な
た
の
契
約
書
に

は
二
〇
年
と
書
い
て
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
?

答　

私
の
契
約
書
は
偽
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
契
約
書
に
書
か
れ
て
い
る
年
月
に
つ
い
て
は
、
私
は
字
を
知
ら
な
い
の
で
は
っ
き
り
と
は
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わ
か
り
ま
せ
ん
。

問　

ま
だ
話
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
?

答　

あ
り
ま
せ
ん
。

審
判
長
は
現
在
弁
論
が
終
結
し
、
評
議
に
付
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
両
当
事
者
に
つ
い
て
は
暫
く
待
つ
よ
う
に
宣
告
し
た
。

審
判
長
及
び
陪
席
の
裁
判
官
は
退
廷
し
て
評
議
し
、
五
分
後
に
再
び
入
廷
し
、
審
判
長
よ
り
判
決
が
宣
告
さ
れ
た
。

本
案
は
法
に
よ
り
公
開
さ
れ
る
。

本
案
の
審
理
に
参
与
し
た
裁
判
官
・
書
記
官
は
終
始
同
一
で
あ
っ
た
。

中
華
民
国
元
年
九
月
一
四
日　

大
理
院
民
事
法
廷
に
て
筆
録
し
た
。

　
　
（
人
名
省
略
）

【
解
説
】

　

口
頭
弁
論
の
様
子
を
筆
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
字
一
句
こ
の
通
り
に
発
言
が
行
わ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
概
ね
口
語
で
記
録
さ

れ
て
お
り
、
弁
論
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
史
料
自
体
は
時
折
非
常
に
乱
れ
た
字
で
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
速
記
そ

の
も
の
と
は
考
え
に
く
く
、
お
そ
ら
く
は
書
記
官
の
書
き
癖
で
そ
の
ま
ま
筆
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
近
代
中
国
に
お
け
る
速
記
の

歴
史
に
つ
い
て
は
［
兼
子
一
九
八
四
］、
ま
た
［
兼
子
一
九
九
九
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

な
お
こ
こ
ま
で
の
口
語
文
と
な
る
と
、
書
き
下
し
文
に
す
る
こ
と
は
か
な
り
の
無
理
を
伴
う
。
た
だ
そ
の
無
理
を
承
知
の
上
で
あ
え
て

書
き
下
し
て
み
る
こ
と
も
多
少
な
り
と
中
国
語
の
学
習
に
は
役
に
立
つ
。
た
だ
し
、
口
語
文
を
無
理
矢
理
に
書
き
下
す
訓
練
を
す
る
よ
り

も
、
正
統
な
文
語
文
を
書
き
下
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
の
方
が
遙
か
に
重
要
で
あ
る
。
書
き
下
し
文
に
不
慣
れ
な
読
者
は
ま
ず
［
二
畳
庵

主
人
二
〇
一
〇
］
を
手
に
と
っ
て
頂
き
た
い
。
な
お
余
談
で
は
あ
る
が
漢
文
書
き
下
し
が
で
き
れ
ば
自
動
的
に
明
治
初
期
の
文
語
文
も
自
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在
に
読
み
こ
な
せ
る
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
必
要
な
方
は
［
古
田
島
二
〇
一
三
］
等
を
読
む
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

【
書
式
】

　
「
言
詞
辯
論
筆
錄
」
と
い
う
表
題
の
後
、
弁
論
が
挙
行
さ
れ
た
日
時
、
出
席
し
た
裁
判
官
・
書
記
官
名
、
事
件
の
当
事
者
す
な
わ
ち
弁
論

を
行
っ
た
当
事
者
の
氏
名
が
記
さ
れ
る
。
本
体
で
は
弁
論
の
様
子
が
ほ
ぼ
発
言
ど
お
り
に
採
録
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
通
常
の
口
語
で
の

や
り
取
り
が
そ
の
ま
ま
記
録
さ
れ
て
い
る
。
末
尾
に
は
こ
の
筆
録
を
当
事
者
に
提
示
し
た
と
こ
ろ
特
に
異
論
は
な
か
っ
た
旨
が
記
さ
れ
、
法

に
よ
り
公
開
す
る
旨
、
ま
た
日
時
及
び
書
記
官
・
審
判
長
名
が
最
後
に
記
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

「
崇
興
寺
題
名
碑
」「
崇
興
寺
二
井
碑
」「
崇
興
寺
天
王
殿
碑
」（
北
京
図
書
館
金
石
組
編
『
北
京
図
書
館
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
匯
編
』（
鄭
州
、
中
州

古
籍
出
版
社
、
一
八
九
八
～
一
九
九
一
年
）
五
六
巻
四
二
頁
・
同
一
七
〇
頁
・
五
七
巻
九
一
～
九
二
頁
参
照
）

兼
子
次
生
「
中
国
の
速
記
」（『
ア
ジ
ア
経
済
旬
報
』
一
三
一
一
号
、
一
九
八
四
年
）

兼
子
次
生
『
速
記
と
情
報
社
会
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
）

二
畳
庵
主
人
（
加
地
伸
行
）『
漢
文
法
基
礎
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）

古
田
島
洋
介
『
日
本
近
代
史
を
学
ぶ
た
め
の
文
語
文
入
門
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）

三
　
証

人

訊

問

筆

録

【
史
料
III
】
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① 

原 

文
（
出
典
：
中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
編
『
北
洋
政
府
檔
案
』
〇
三
四
巻
（
北
京
、
中
国
檔
案
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
九
三
～
九
四
頁
）

證
人
訊
問
筆
錄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

證
人　

施
蘭
舫

就
月
林
控
吿
李
恩
玉
等
房
產
轇
轕
一
案
、
被
傳
爲
證
人
到
場
、
卽
由
審
判
長
示
知
僞
證
之
罰
、
竝
令
具
結
後
、
訊
問
之
。

　

證
人
之
供
述
如
下
。

　

一　

姓
名　

施
蘭
舫

　

二　

年
齡　

五
十
八
歲

　

三　

籍
貫　

浙
江
人

　

四　

職
業　

綢
縀
行
生
理

　

五　

住
居　

崇
貞
觀

　

六　

與
當
事
人
無
親
族
監
護
人
同
居
人
雇
人
等
之
關
係

　

七　

與
該
案
件
無
直
接
利
害
關
係

　

問　

你
知
衜
月
林
之
師
心
恆
是
幾
時
死
的
嗎
。

　

答　

大
約
在
光
緖
十
五
六
年
閒
、
是
春
天
死
的
、
擱
了
七
天
。

　

問　

不
是
光
緖
二
十
年
嗎
。

　

答　

到
不
了
二
十
年
。
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右
筆
錄
使
關
係
人
閱
覽
無
異
詞
。

中
華
民
國
元
年
十
一
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
記
官　

鄧
崇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

審
判
長　

李
祖
虞

② 

訓 

読　
（
口
語
史
料
の
た
め
省
略
）

③ 

語 

釈

〈
傳
〉
召
喚
す
る
こ
と
。　
〈
具
結
〉
誓
約
書
を
書
く
こ
と
。　
〈
綢
縀
行
〉
絹
織
物
店
。　
〈
生
理
〉
生
活
す
る
こ
と
。
商
売
す
る
こ
と
。　
〈
崇

貞
觀
〉
不
詳
。
国
立
情
報
学
研
究
所
デ
ィ
ジ
タ
ル
・
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
（http://dsr.nii.ac.jp/

）
に
あ
る
「
古
都
北
京
デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
プ
」
で

検
索
す
る
と
前
門
大
街
と
大
柵
欄
街
が
交
わ
る
あ
た
り
に
表
示
さ
れ
る
。
大
柵
欄
で
あ
れ
ば
著
名
な
絹
織
物
店
・
瑞
蚨
祥
も
あ
る
が
、
関

連
は
不
明
。　
〈
監
護
人
〉
後
見
人
の
こ
と
。

④ 

和 

訳

証
人
訊
問
記
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人　

施
蘭
舫

月
林
が
控
告
し
た
李
恩
玉
等
と
の
不
動
産
紛
争
の
案
件
に
つ
き
、
証
人
と
し
て
召
喚
さ
れ
法
廷
に
至
り
、
裁
判
長
か
ら
偽
証
の
場
合
の
罰

に
つ
い
て
告
知
し
、
さ
ら
に
誓
約
書
を
書
か
せ
た
後
に
こ
れ
を
訊
問
し
た
。

　

証
人
の
供
述
は
以
下
の
通
り
。

　

一　

姓
名　

施
蘭
舫

　

二　

年
齢　

五
八
歳

　

三　

本
籍　

浙
江
人
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四　

職
業　

絹
織
物
店
に
て
生
活

　

五　

住
居　

崇
貞
観

　

六　

当
事
者
と
親
族
や
後
見
人
・
同
居
人
・
雇
人
等
の
関
係
が
な
い
こ
と

　

七　

該
案
件
と
直
接
の
利
害
関
係
が
な
い
こ
と

　

問　

あ
な
た
は
月
林
の
師
で
あ
る
心
恒
が
い
つ
死
ん
だ
か
知
っ
て
い
ま
す
か
?

　

答　

お
お
よ
そ
光
緒
一
五
、
六
年
頃
で
し
た
。
春
に
死
に
ま
し
た
。
七
日
間
安
置
し
ま
し
た
。

　

問　

光
緒
二
〇
年
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
?

　

答　

二
〇
年
ま
で
に
は
到
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

右
の
記
録
は
関
係
者
に
閲
覧
さ
せ
た
が
異
議
は
な
か
っ
た
。

　
　
（
日
付
、
裁
判
官
名
等
省
略
）

【
解
説
】

　

証
人
尋
問
が
行
わ
れ
た
際
の
記
録
で
あ
る
。
供
述
に
つ
い
て
は
要
約
し
た
箇
所
と
、
具
体
的
な
や
り
取
り
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
箇
所

と
が
混
在
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
口
語
で
記
さ
れ
て
お
り
、
現
代
中
国
語
が
で
き
れ
ば
さ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。

【
書
式
】

　

口
頭
弁
論
記
録
と
ほ
ぼ
同
じ
書
式
で
あ
る
。
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四
　
高

等

審

判

庁

判

決

例

【
史
料
IV
】

① 

原 

文
（
出
典
：
中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
編
『
北
洋
政
府
檔
案
』
〇
三
四
巻
（
北
京
、
中
国
檔
案
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
五
～
一
一
四
頁
）

判
決
正
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
西
直
門
南
草
廠
咼
大
後
倉
胡
同
崇
興
寺
該
寺
住
持　

被
吿
人
月
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
翠
衣マ

マ

街　

被
控
吿
人
李
榮
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住　

被
控
吿
人
李
王
氏

　

右
當
事
人
閒
訛
詐
房
產
案
件
控
吿
人
對
於
前
淸
宣
統
三
年
十
二
月
初
四
日
京
師
地
方
審
判
廳
宣
吿
之
判
決
請
求
廢
棄
一
部

　
　
　
　
　

判
語

　

本
案
係
爭
房
產
歸
崇
興
寺
住
持
月
林
管
業
。
竝
准
月
林
出
原
典
價
銀
、
向
李
王
氏
隨
時
取
贖
。

　
　
　
　
　

事
實

　

月
林
卽
成
志
係
崇
興
寺
已
故
尼
僧
心
恆
之
徒
孫
、
現
充
崇
興
寺
住
持
。
依
僧
人
習
慣
頂
接
擎
受
、
曾
於
前
淸
時
在
僧
錄
司
及
五
城
呈
報

有
案
。
心
恆
在
日
雇
工
人
李
雙
春
卽
李
松
春
經
理
崇
興
寺
房
租
、
於
光
緖
十
六
年
病
故
。
李
雙
春
於
光
緖
三
十
二
年
十
二
月
閒
、
將
崇
興

寺
西
院
房
十
閒
盜
典
與
李
恩
玉
、
得
受
典
價
銀
百
一
十
兩
又
修
理
費
十
兩
。
月
林
查
知
於
光
緖
三
十
三
年
十
月
閒
、
赴
內
城
巡
警
右
分
廳

呈
訴
、
經
右
分
廳
判
令
月
林
俟
李
恩
玉
典
限
年
滿
、
自
行
贖
房
、
將
李
雙
春
驅
逐
完
案
。
光
緖
三
十
四
年
六
月
閒
、
月
林
復
與
李
雙
春
在

京
師
第
三
初
級
審
判
廳
涉
訟
、
經
初
級
廳
批
令
、
仍
照
警
廳
前
判
辦
理
、
勿
得
飜
控
。
宣
統
二
年
李
雙
春
又
欲
將
此
房
賣
與
李
恩
玉
、
與

月
林
在
步
軍
統
領
衙
門
涉
訟
、
仍
照
巡
警
右
分
廳
前
判
斷
結
、
宣
統
三
年
九
月
閒
、
李
雙
春
因
不
能
出
賣
此
房
、
自
抹
身
死
。
經
京
師
地
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方
審
判
廳
刑
庭
審
訊
、
將
月
林
依
不
應
重
律
處
八
等
罰
。
遂
據
李
恩
玉
之
妻
李
王
氏
呈
騐
光
緖
二
十
年
心
恆
親
筆
賣
給
李
雙
春
紅
契
一
紙
、

又
典
契
一
紙
、
將
房
斷
歸
李
雙
春
之
嫂
李
榮
氏
、
准
其
贖
囘
管
業
。
月
林
復
控
經
京
師
高
等
審
判
廳
、
仍
照
京
師
地
方
廳
原
判
。
月
林
旋

赴
大
理
院
上
吿
。
大
理
院
以
調
查
事
實
遺
漏
、
撤
銷
原
判
發
還
更
審
。
經
本
廳
傳
訊
兩
造
、
參
以
李
雙
春
未
死
以
前
、
與
月
林
在
巡
警
右

分
廳
・
京
師
第
三
初
級
審
判
廳
・
步
軍
統
領
衙
門
歷
次
判
斷
之
結
果
、
及
此
次
添
傳
證
人
施
蘭
舫
證
明
、
心
恆
碻
係
光
緖
十
六
年
病
故
、
各

情
應
認
爲
碻
定
事
實
。

　
　
　
　
　

理
由

　

此
案
月
林
於
京
師
地
方
審
判
廳
判
決
後
、
控
吿
京
師
高
等
審
判
廳
、
又
上
吿
大
理
院
、
發
還
本
廳
更
審
。
其
不
服
理
由
約
分
四
點
。
其

第
一
點
、
月
林
因
李
雙
春
將
廟
內
偏
房
盜
典
與
李
恩
玉
、
在
內
城
巡
警
右
分
廳
・
京
師
第
三
初
級
審
判
廳
・
步
軍
統
領
衙
門
呈
控
、
均
將

廟
內
偏
房
判
月
林
備
價
囘
贖
。
查
京
師
第
三
初
級
審
判
廳
批
結
此
案
、
係
在
光
緖
三
十
四
年
六
月
十
一
日
、
當
批
結
時
、
李
雙
春
竝
未
主

張
異
議
提
起
上
訴
。
迨
宣
統
二
年
九
月
中
旬
、
李
榮
氏
因
李
雙
春
自
抹
身
死
、
與
月
林
赴
京
師
地
方
審
判
廳
涉
訟
。
仍
以
逾
二
年
之
事
實

重
爲
辯
論
、
已
違
一
事
不
再
提
起
之
法
理
。
京
師
地
方
審
判
廳
又
就
房
屋
轇
轕
一
部
分
、
早
已
碻
定
之
案
件
更
下
判
決
、
於
訴
訟
程
序
亦

不
合
法
。
是
月
林
所
主
張
之
第
一
點
、
應
認
爲
正
當
。

　

月
林
主
張
之
第
二
點
、
心
恆
係
光
緖
十
六
年
病
故
、
李
雙
春
契
係
光
緖
二
十
年
由
心
恆
親
筆
寫
契
賣
出
、
無
人
死
復
出
賣
產
之
理
。
查

心
恆
於
光
緖
十
六
年
病
故
、
已
由
施
蘭
舫
到
案
證
明
。
李
榮
氏
對
於
施
蘭
舫
之
證
言
毫
無
攻
擊
之
方
法
。
且
李
雙
春
在
崇
興
寺
傭
工
數
十

年
、
心
恆
既
能
寫
字
未
必
毫
無
存
留
、
李
榮
氏
又
不
能
提
出
心
恆
平
日
所
寫
之
字
、
證
明
房
契
碻
係
心
恆
之
親
筆
。
是
月
林
所
主
張
、
心

恆
係
光
緖
十
六
年
病
故
、
竝
到
案
時
供
述
心
恆
不
能
寫
字
一
層
、
毫
無
疑
義
。

　

月
林
主
張
之
第
三
點
、
該
房
如
賣
與
李
雙
春
、
自
應
批
明
廟
內
老
契
爲
是
此
中
、
李
雙
春
冐
稅
紅
契
不
辨
自
明
。
查
買
賣
房
產
習
慣
、
凡

將
房
屋
出
賣
者
、
必
交
出
從
前
所
有
之
老
契
、
將
房
割
賣
一
部
分
者
、
必
就
老
契
批
明
賣
出
若
干
。
非
經
如
此
手
續
、
買
主
必
不
肯
買
受
。

茲
據
月
林
將
崇
興
寺
老
契
呈
驗
、
竝
未
批
明
曾
經
割
賣
與
何
人
。
則
月
林
持
有
老
契
、
主
張
崇
興
寺
廟
產
係
爲
其
完
全
所
有
、
實
屬
正
當
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之
主
張
。
至
李
雙
春
光
緖
二
十
年
在
右
翼
所
稅
之
紅
契
、
查
官
廳
稅
契
、
向
准
凴
人
持
契
請
稅
、
兌
足
稅
價
無
不
立
豫
發
行
、
以
致
房
產

被
人
盜
典
盜
賣
、
每
爲
事
所
恆
有
。
此
案
月
林
於
前
淸
光
緖
三
十
三
年
、
在
內
城
巡
警
右
分
廳
起
訴
時
、
卽
以
盜
典
廟
房
爲
原
因
、
警
廳

原
判
有
念
李
雙
春
年
老
姑
免
究
辦
之
語
、
廟
房
既
係
盜
典
、
紅
契
自
係
冐
稅
、
李
榮
氏
自
不
得
以
冐
稅
之
紅
契
再
行
主
張
。

　

李
王
氏
典
得
崇
興
寺
西
院
房
十
閒
、
一
則
見
李
雙
春
在
寺
內
經
管
房
租
、
二
則
李
雙
春
實
持
有
右
翼
所
稅
紅
契
、
則
李
王
氏
於
李
雙
春

冐
稅
紅
契
一
層
非
所
得
知
、
亦
屬
實
情
。
李
王
氏
於
典
置
廟
房
、
自
應
認
爲
善
意
、
所
有
典
價
銀
百
一
十
兩
、
又
修
理
銀
十
兩
、
未
便
令

其
損
失
。
月
林
屢
次
陳
述
、
亦
願
備
價
贖
房
。
現
在
典
房
年
限
亦
滿
、
自
應
准
月
林
備
原
典
價
銀
、
無
論
何
時
逕
向
李
王
氏
取
贖
。

　

月
林
主
張
之
第
四
點
、
李
榮
氏
係
屬
旗
人
、
李
雙
春
係
宛
平
縣
民
、
李
榮
氏
焉
能
是
李
雙
春
之
嫂
。
又
月
林
到
庭
追
加
一
點
、
係
與
李

王
氏
訴
訟
、
不
認
李
榮
氏
爲
訴
訟
當
事
人
。
但
此
案
判
斷
之
結
果
、
月
林
得
逕
向
李
王
氏
贖
房
。
則
李
榮
氏
之
爲
當
事
人
與
否
、
於
月
林

竝
無
利
害
之
可
言
。
且
此
案
經
過
京
師
地
方
及
高
等
審
判
廳
大
理
院
均
列
李
榮
氏
爲
當
事
人
。
不
得
於
此
時
忽
生
異
議
。

本
以
上
理
由
應
卽
判
決
如
右

中
華
民
國
元
年
十
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　

京
師
高
等
審
判
廳
民
事
庭

　
　
　
　
　
　
　
　

審
判
長
推
事　

李
祖
虞　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
事　

朱
學
曾　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
事　

龔
福
燾　

印

② 

訓 

読

判
決
正
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
人
名
省
略
）

　

右
當
事
人
閒
の
房
產
を
訛
詐
せ
る
案
件
の
控
吿
人
は
前
淸
宣
統
三
年
十
二
月
初
四
日
京
師
地
方
審
判
廳
宣
吿
の
判
決
に
對
し
一
部
を
廢
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棄
す
る
を
請
求
せ
り
。

　
　
　
　
　

判
語

　

本
案
係
爭
の
房
產
は
崇
興
寺
住
持
月
林
の
管
業
に
歸
す
。
竝
び
に
月
林
に
原
典
價
銀
を
出
し
李
王
氏
に
向た

い

し
て
隨
時
取
贖
す
る
を
准
す
。

　
　
　
　
　

事
實

　

月
林
卽
ち
成
志
は
崇
興
寺
の
已
に
故
せ
る
尼
僧
心
恆
の
徒
孫
に
係
り
、
現
に
崇
興
寺
住
持
に
充あ

つ
。
僧
人
の
習
慣
に
依
り
頂
接
擎
受
し
、

曾
て
前
淸
時
に
於
い
て
僧
錄
司
及
び
五
城
に
在
り
て
呈
報
す
る
こ
と
案
に
有
り
。
心
恆
は
在
り
し
日
に
工
人
李
雙
春
卽
ち
李
松
春
を
雇
ひ

崇
興
寺
の
房
租
を
經
理
せ
し
む
る
も
、
光
緖
十
六
年
に
病
故
せ
り
。
李
雙
春
は
光
緖
三
十
二
年
十
二
月
閒
に
崇
興
寺
西
院
房
十
閒
も
て
李

恩
玉
に
盜
典
し
、
典
價
銀
百
一
十
兩
又
た
修
理
費
十
兩
を
得
受
す
。
月
林
查
知
し
光
緖
三
十
三
年
十
月
閒
に
內
城
巡
警
右
分
廳
に
赴
き
て

呈
訴
し
、
右
分
廳
判
し
て
月
林
を
し
て
李
恩
玉
の
典
限
年
滿
ち
る
を
俟
ち
て
、
自
ら
贖
房
を
行
は
し
む
る
を
經
て
、
李
雙
春
を
驅
逐
し
完

案
す
。
光
緖
三
十
四
年
六
月
閒
、
月
林
復
た
李
雙
春
と
京
師
第
三
初
級
審
判
廳
に
在
り
て
渉
訟
し
、
初
級
廳
の
批
令
を
經
て
警
廳
の
前
判

の
仍と

ほ
り照
に
辦
理
せ
し
め
、
飜
控
す
る
を
得
る
勿
ら
し
む
。
宣
統
二
年
李
雙
春
又
た
此
房
も
て
李
恩
玉
に
賣
與
せ
ん
と
欲
し
、
月
林
と
步
軍

統
領
衙
門
に
在
り
て
渉
訟
す
る
も
、
巡
警
右
分
廳
の
前
判
の
仍と

ほ
り照
に
斷
結
す
。
宣
統
三
年
九
月
閒
、
李
雙
春
此
房
を
出
賣
す
る
能
は
ざ
る

に
因
り
、
自
ら
抹
し
て
身
は
死
せ
り
。
京
師
地
方
審
判
廳
の
刑
庭
審
訊
を
經
て
、
月
林
を
ば
不
應
重
律
に
依
り
八
等
罰
に
處
す
。
遂
に
李

恩
玉
の
妻
李
王
氏
、
光
緖
二
十
年
心
恆
親
筆
に
て
李
雙
春
に
賣
給
せ
る
紅
契
一
紙
、
又
た
典
契
一
紙
を
呈
騐
せ
る
に
據
り
、
房
も
て
斷
じ

て
李
雙
春
の
嫂
・
李
榮
氏
に
歸
し
、
其
の
贖
囘
管
業
を
准
す
と
す
。
月
林
復
た
控
し
京
師
高
等
審
判
廳
を
經
る
も
、
京
師
地
方
廳
の
原
判

の
仍と

ほ
り照
に
す
。
月
林 

旋
す
み
や
か

 

に
大
理
院
に
赴
き
て
上
吿
す
。
大
理
院
は
調
查
事
實
の
遺
漏
を
以
て
原
判
を
撤
銷
し
て
發
還
し
更
審
せ
し
む
。
本

廳
兩
造
を
傳
訊
す
る
を
經
て
、
參
す
る
に
李
雙
春
未
だ
死
せ
ざ
る
以
前
の
、
月
林
と
巡
警
右
分
廳
・
京
師
第
三
初
級
審
判
廳
・
步
軍
統
領

衙
門
に
在
り
て
の
歷
次
の
判
斷
の
結
果
及
び
此
次
の
傳
證
人
施
蘭
舫
の
、
心
恆
は
碻た

し

か
に
光
緖
十
六
年
病
故
せ
る
に
係
る
と
の
證
明
を
添

ふ
る
を
以
て
し
、
各
の
情
は
應
に
認
め
て
碻
定
事
實
と
爲
す
べ
し
。
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理
由

　

此
案
は
月
林
京
師
地
方
審
判
廳
に
於
け
る
判
決
の
後
、
京
師
高
等
審
判
廳
に
控
吿
し
、
又
た
大
理
院
に
上
吿
し
、
本
廳
に
發
還
せ
ら
れ

更
に
審
す
る
な
り
。
其
の
不
服
の
理
由
は
四
點
に
約
分
せ
ら
る
。
其
の
第
一
點
は
、
月
林
李
雙
春
の
廟
內
の
偏
房
も
て
李
恩
玉
に
盜
典
せ

る
に
因
り
、
內
城
巡
警
右
分
廳
・
京
師
第
三
初
級
審
判
廳
・
步
軍
統
領
衙
門
に
在
り
て
呈
控
し
、
均
し
く
廟
內
の
偏
房
も
て
判
し
て
月
林

の
備
價
囘
贖
す
る
も
の
と
す
。
查
す
る
に
京
師
第
三
初
級
審
判
廳
此
案
を
批
結
せ
る
は
、
光
緖
三
十
四
年
六
月
十
一
日
に
在
る
に
係
り
、
批

結
の
時
に
當
り
て
は
、
李
雙
春
は
竝
び
に
未
だ
異
議
を
主
張
し
上
訴
を
提
起
せ
ず
。
宣
統
二
年
九
月
中
旬
に
迨お

よ

び
て
、
李
榮
氏
は
李
雙
春

自
ら
抹
し
て
身
は
死
せ
る
に
因
り
、
月
林
と
京
師
地
方
審
判
廳
に
赴
き
渉
訟
す
。
仍
ほ
二
年
を
逾
へ
る
の
事
實
を
以
て
重
ね
て
辯
論
を
爲

す
は
、
已
に
一
事
は
再
び
提
起
せ
ざ
る
の
法
理
に
違
ふ
。
京
師
地
方
審
判
廳
も
又
た
房
屋
轇
轕
の
一
部
分
早つ

と

に
已
に
碻
定
せ
る
の
案
件
に

就
き
更
に
判
決
を
下
せ
る
は
、
訴
訟
程
序
に
於
い
て
亦
た
法
に
合
は
ず
。
是
れ
月
林
主
張
す
る
所
の
第
一
點
は
、
應
に
認
め
て
正
當
と
爲

す
べ
し
。

　

月
林
主
張
の
第
二
點
、
心
恆
は
光
緖
十
六
年
に
病
故
せ
る
に
係
り
、
李
雙
春
の
契
は
光
緖
二
十
年
に
心
恆
親
筆
に
て
契
を
寫
し
賣
出
せ

る
に
係
る
、
人
死
し
て
復
た
產
を
出
賣
す
る
の
理
無
し
と
。
查
す
る
に
心
恆
の
光
緖
十
六
年
に
於
い
て
病
故
せ
る
は
、
已
に
施
蘭
舫
由
り

案
に
到
り
證
明
す
。
李
榮
氏
施
蘭
舫
の
證
言
に
對
し
て
毫
も
攻
擊
の
方
法
無
し
。
且
つ
李
雙
春
は
崇
興
寺
に
在
り
て
傭
工
た
る
こ
と
數
十

年
、
心
恆
既
に
能
く
字
を
寫
せ
ば
、
未
だ
必
ず
し
も
毫
も
存
留
す
る
無
き
に
あ
ら
ず
。
李
榮
氏
も
又
た
心
恆
平
日
寫
せ
る
所
の
字
を
提
出

し
、
房
契
の
碻
か
に
心
恆
の
親
筆
に
係
る
を
證
明
す
る
能
は
ず
。
是
れ
月
林
主
張
す
る
所
の
、
心
恆
光
緖
十
六
年
病
故
せ
る
に
係
り
、
竝

び
に
案
に
到
る
時
供
述
せ
る
心
恆
字
を
寫
す
能
は
ざ
る
と
の
一
層
は
、
毫
も
疑
義
無
し
。

　

月
林
主
張
の
第
三
點
、
該
房
如も

し
李
雙
春
に
賣
與
せ
ば
、
自
づ
か
ら
應
に
廟
內
老
契
に
批
明
し
て
是
を
此
中
に
爲
す
べ
く
、
李
雙
春
の

冐
稅
せ
る
紅
契
な
る
は
辨
せ
ず
し
て
自
づ
か
ら
明
ら
か
な
り
と
。
查
す
る
に
房
產
を
買
賣
す
る
の
習
慣
は
、
凡
そ
房
屋
も
て
出
賣
す
る
者

は
、
必
ず
從
前
の
有
る
所
の
老
契
を
交
出
し
、
房
も
て
一
部
分
を
割
賣
す
る
者
は
、
必
ず
老
契
に
就
き
て
若
干
を
賣
出
す
と
批
明
す
。
此
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の
如
き
手
續
を
經
る
に
非
ざ
れ
は
、
買
主
は
必
ず
や
買
受
を
肯が
へ
んぜ
ざ
ら
ん
。
茲こ
こ

に
月
林
に
據
れ
ば
崇
興
寺
の
老
契
を
ば
呈
驗
せ
る
と
こ
ろ
、

竝
び
に
未
だ
曾
て
經す

で

に
何
人
に
割
賣
し
與
ふ
る
か
を
批
明
せ
ず
。
則
ち
月
林
、
老
契
を
持
有
し
、
崇
興
寺
の
廟
產
は
其
の
完
全
な
る
所
有

に
係
る
と
主
張
す
る
は
、
實
に
正
當
の
主
張
に
屬
す
。
李
雙
春
の
光
緖
二
十
年
右
翼
に
在
り
て
稅
せ
る
所
の
紅
契
に
至
り
て
は
、
查
す
る

に
官
廳
の
稅
契
は
、
向さ

き

に
人
の
契
を
持
し
て
稅
を
請
ふ
に
凴よ

り
て
准ゆ
る

し
、
兌
し
て
稅
價
に
足
ら
ば
立
ち
ど
こ
ろ
に
豫
め
發
行
せ
ざ
る
無
く
、

以
て
房
產
の
人
に
盜
典
盜
賣
せ
ら
る
る
を
致
す
は
、
爲は

ん

事ざ
い

の 

毎
た
び
ご
と

 

に
恆
に
有
る
所
な
り
。
此
案
は
月
林
前
淸
光
緖
三
十
三
年
に
於
い
て
、
內

城
巡
警
右
分
廳
に
在
り
て
起
訴
せ
る
時
、
卽
ち
廟
房
を
盜
典
せ
ら
る
る
を
以
て
原
因
と
爲
し
、
警
廳
の
原
判
に
は
李
雙
春
年
老
ひ
た
る
を

念お
も

ひ
て
姑し
ば
らく
究
辦
を
免
ず
る
の
語
有
り
。
廟
房
は
既
に
盜
典
に
係
り
、
紅
契
は
自
ら
冐
稅
に
係
る
。
李
榮
氏
自
ら
冐
稅
の
紅
契
を
以
て
再

び
主
張
を
行
ふ
を
得
ず
。

　

李
王
氏
典
得
せ
る
崇
興
寺
西
院
房
十
閒
は
、
一
は
則
ち
李
雙
春
の
寺
內
に
在
り
て
房
租
を
經
管
せ
る
に
見あ

ら

は
れ
、
二
は
則
ち
李
雙
春
實

に
右
翼
に
て
稅
せ
る
所
の
紅
契
を
持
有
す
る
に
、
則
ち
李
王
氏
の
李
雙
春
に
於
い
て
紅
契
を
冐
稅
せ
る
の
一
層
知
り
得
る
所
に
非
ず
と
は
、

亦
た
實
情
に
屬
す
。
李
王
氏
の
廟
房
を
典
置
せ
る
に
於
い
て
は
、
自
ら
應
に
認
め
て
善
意
と
爲
す
べ
く
、
有
る
所
の
典
價
銀
百
一
十
兩
、
又

た
修
理
銀
十
兩
は
、
未
だ
其
れ
を
し
て
損
失
せ
し
む
る
に
便
な
ら
ず
。
月
林
屢
次
陳
述
し
、
亦
た
價
を
備
へ
て
贖
房
す
る
を
願
ふ
。
現
在

典
房
の
年
限
亦
た
滿
つ
、
自
づ
か
ら
應
に
月
林
に
原
典
價
銀
を
備
へ
、
何
時
を
論
ず
る
無
く
逕た

だ
ちに
李
王
氏
に
向た
い

し
て
取
贖
す
る
を
准
す
べ

し
。

　

月
林
主
張
の
第
四
點
、
李
榮
氏
は
旗
人
に
屬
す
る
に
係
り
、
李
雙
春
は
宛
平
縣
民
に
係
る
、
李
榮
氏
焉
ん
ぞ
能
く
是
れ
李
雙
春
の
嫂
た

ら
ん
や
と
。
又
た
月
林
庭
に
到
り
て
追
加
せ
る
一
點
は
、
李
王
氏
と
訴
訟
せ
る
に
、
李
榮
氏
を
訴
訟
當
事
人
た
り
と
は
認
め
ざ
る
に
係
る
。

但
し
此
案
の
判
斷
の
結
果
は
、
月
林
逕
に
李
王
氏
に
向た

い

し
て
贖
房
す
る
を
得
る
と
な
り
。
則
ち
李
榮
氏
の
當
事
人
た
る
と
否
と
は
、
月
林

に
於
い
て
竝
び
に
利
害
の
言
ふ
可
き
無
し
。
且
つ
此
案
は
京
師
地
方
及
び
高
等
審
判
廳
大
理
院
を
經
過
せ
る
も
均
し
く
李
榮
氏
を
列
し
て

當
事
人
と
爲
す
。
此
時
に
於
い
て
忽に

は

か
に
異
議
を
生
す
る
を
得
ず
。
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以
上
の
理
由
に
本も
と

づ
き
應
に
卽
ち
右
の
如
く
判
決
す
べ
し
。

　
　
（
日
付
、
裁
判
官
名
等
省
略
）

③ 
語 
釈

〈
頂
接
擎
受
〉
住
持
の
地
位
を
受
け
継
ぐ
こ
と
。　
〈
僧
錄
司
〉
寺
院
を
管
理
管
轄
す
る
役
所
。
礼
部
の
下
に
設
置
さ
れ
た
。　
〈
五
城
〉
都
察

院
の
下
に
あ
る
五
城
御
史
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
北
京
城
を
五
つ
（
東
・
西
・
南
・
北
・
中
）
に
分
け
、
各
城
に
巡
城
御
史
満
漢
各
一
名
を

置
き
、
警
察
・
裁
判
等
の
行
政
事
務
を
統
括
さ
せ
た
。
さ
ら
に
こ
の
下
に
兵
馬
司
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。　
〈
盜
典
〉
人
の
も
の
を
盗
ん
で

勝
手
に
典
に
出
す
こ
と
。　
〈
步
軍
統
領
衙
門
〉
北
京
の
治
安
を
管
轄
し
た
役
所
。
詳
細
は
［
渡
辺
一
九
八
一
］
を
参
照
。　
〈
不
應
重
律
處

八
等
罰
〉
宣
統
三
年
段
階
で
あ
る
た
め
、『
大
清
現
行
刑
律
』
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
大
清
現
行
刑
律
』・
雑
犯
「
不
應
爲
」

に
は
「
凡
不
應
得
爲
而
爲
之
者
、
處
四
等
罰
、
事
理
重
者
、
處
八
等
罰
」
と
あ
り
、
後
者
の
「
事
理
重
者
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
こ
と

が
窺
え
る
。『
大
清
律
例
』
で
は
笞
杖
刑
で
あ
っ
た
が
当
時
既
に
罰
金
刑
へ
と
転
換
さ
れ
て
お
り
、
名
例
上
・
五
刑
の
規
定
に
よ
り
八
等
罰

は
銀
一
〇
両
と
さ
れ
て
い
た
。　
〈
轇
轕
〉
紛
争
、
揉
め
事
。　
〈
冐
稅
〉
他
人
の
名
義
で
納
税
す
る
こ
と
。

④ 

和 

訳

判
決
正
本

　
　
（
人
名
省
略
）

　

右
当
事
者
間
の
不
動
産
詐
取
の
案
件
の
控
訴
人
は
前
清
宣
統
三
年
一
二
月
四
日
京
師
地
方
審
判
庁
の
宣
告
し
た
判
決
に
対
し
一
部
の
破

棄
を
請
求
し
た
。

　
　
　
　
　

主
文

　

本
案
係
争
の
不
動
産
は
崇
興
寺
住
持
月
林
の
保
有
に
帰
す
。
並
び
に
月
林
に
対
し
原
典
価
銀
を
出
し
て
李
王
氏
に
対
し
随
時
に
回
贖
す

る
こ
と
を
許
す
。
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事
実

　

月
林
即
ち
成
志
は
、
崇
興
寺
の
既
に
亡
く
な
っ
た
尼
僧
・
心
恒
の
孫
弟
子
で
あ
り
、
現
に
崇
興
寺
の
住
持
に
任
じ
て
い
る
。
僧
侶
の
習

慣
で
住
職
の
地
位
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
清
朝
の
時
期
に
僧
録
司
及
び
五
城
に
報
告
し
て
記
録
に
留
め
て
あ
る
。
心
恒
は

以
前
、
工
人
で
あ
る
李
雙
春
即
ち
李
松
春
を
雇
っ
て
寺
院
の
部
屋
の
賃
貸
料
を
管
理
さ
せ
て
い
た
が
、
光
緒
一
六
年
に
死
去
し
た
。
李
雙

春
は
光
緒
三
二
年
一
二
月
に
崇
興
寺
の
西
院
房
一
〇
間
を
勝
手
に
李
恩
玉
に
出
典
し
、
典
価
銀
一
一
〇
両
、
ま
た
修
理
費
一
〇
両
を
得
て

い
た
。
月
林
は
こ
れ
を
知
っ
て
光
緒
三
三
年
一
〇
月
に
内
城
巡
警
右
分
庁
に
赴
い
て
提
訴
し
、
同
右
分
庁
は
月
林
に
対
し
、
李
恩
玉
の
典

限
が
満
了
す
る
の
を
待
っ
て
回
贖
を
行
わ
せ
、
李
雙
春
は
寺
か
ら
放
逐
す
る
と
し
て
事
件
は
決
着
し
た
。
光
緒
三
四
年
六
月
、
月
林
は
ま

た
李
雙
春
と
京
師
第
三
初
級
審
判
庁
で
訴
訟
に
及
ん
だ
が
、
同
初
級
審
判
庁
は
先
の
右
分
庁
の
判
断
に
照
ら
し
て
処
理
し
、
控
訴
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
宣
統
二
年
、
李
雙
春
は
再
び
当
該
家
屋
を
李
恩
玉
に
売
却
し
よ
う
と
画
策
し
、
月
林
と
歩
軍
統
領
衙
門
に
お
い

て
訴
訟
に
及
ん
だ
が
、
同
衙
門
も
先
の
右
分
庁
の
判
断
に
照
ら
し
て
判
断
を
下
し
た
。
宣
統
三
年
九
月
に
至
り
、
李
雙
春
は
当
該
家
屋
を

売
却
し
得
な
い
こ
と
か
ら
首
を
切
っ
て
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
京
師
地
方
審
判
庁
刑
事
法
廷
に
お
い
て
審
判
が
行
わ
れ
、
月
林
は
不
応
為

重
律
に
よ
り
八
等
罰
に
処
せ
ら
れ
た
。
ま
た
李
恩
玉
の
妻
李
王
氏
が
光
緒
二
〇
年
に
心
恒
が
自
ら
作
成
し
た
当
該
家
屋
を
李
雙
春
へ
売
却

す
る
紅
契
一
枚
さ
ら
に
は
典
契
一
枚
を
提
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
家
屋
は
李
雙
春
の
嫂
で
あ
る
李
栄
氏
に
帰
す
る
も
の
と
さ
れ
、
回

贖
し
保
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
月
林
は
ま
た
控
訴
し
て
京
師
高
等
審
判
庁
に
至
っ
た
が
、
同
審
判
庁
は
地
方
審
判
庁
の
判
断
を
維

持
し
た
。
す
ぐ
に
月
林
は
大
理
院
へ
と
上
告
し
た
。
大
理
院
は
事
実
の
調
査
に
漏
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
差
し
戻
し
て
更

に
審
理
を
行
わ
せ
た
。
本
審
判
庁
は
両
当
事
者
を
出
頭
さ
せ
て
訊
問
し
、
ま
た
李
雙
春
が
死
ぬ
以
前
の
、
月
林
と
の
巡
警
右
分
庁
・
京
師

第
三
初
級
審
判
庁
・
歩
軍
統
領
衙
門
で
の
歴
次
の
判
断
の
結
果
、
さ
ら
に
は
今
回
証
人
の
施
蘭
舫
が
心
恒
は
確
か
に
光
緒
一
六
年
に
死
去

し
た
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
を
加
え
て
考
慮
し
、
各
事
情
を
確
定
事
実
と
し
て
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

理
由
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こ
の
案
件
は
月
林
が
京
師
地
方
審
判
庁
で
の
判
決
の
後
、
京
師
高
等
審
判
庁
に
控
訴
し
、
ま
た
大
理
院
へ
と
上
告
し
、
本
庁
へ
差
し
戻

さ
れ
さ
ら
に
審
理
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
不
服
の
理
由
は
お
よ
そ
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
点
は
、
李
雙
春
が
廟
内
の
偏
房
を
李
恩

玉
に
対
し
勝
手
に
典
に
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
月
林
が
内
城
巡
警
右
分
庁
・
京
師
第
三
初
級
審
判
庁
・
歩
軍
統
領
衙
門
に
お
い
て
提
訴
し
、

各
機
関
は
均
し
く
廟
内
の
偏
房
は
月
林
が
典
価
を
用
意
し
て
回
贖
す
る
も
の
と
判
示
し
た
。
考
え
て
み
る
に
、
京
師
第
三
初
級
審
判
庁
が

こ
の
案
件
の
審
理
を
終
了
し
た
の
は
光
緒
三
四
年
六
月
一
一
日
で
あ
り
、
結
審
の
際
、
李
雙
春
が
異
議
を
主
張
し
上
訴
を
提
起
し
た
と
い

う
こ
と
は
全
く
な
く
、
宣
統
二
年
九
月
中
旬
に
な
っ
て
か
ら
、
李
栄
氏
は
李
雙
春
が
自
殺
し
た
こ
と
に
よ
り
、
月
林
と
京
師
地
方
審
判
庁

に
赴
い
て
訴
訟
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
二
年
を
越
え
た
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
重
ね
て
弁
論
を
行
う
の
は
、
一
事
不
再
理
の
法
理

に
違
う
も
の
で
あ
る
。
京
師
地
方
審
判
庁
も
ま
た
、
不
動
産
紛
争
の
一
部
分
の
既
に
確
定
し
た
案
件
に
つ
い
て
さ
ら
に
判
決
を
下
し
た
の

は
、
訴
訟
手
続
き
に
関
し
て
こ
れ
ま
た
合
法
と
は
言
え
ず
、
月
林
の
主
張
す
る
第
一
点
は
、
正
当
な
も
の
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

月
林
の
主
張
す
る
第
二
点
は
、
心
恒
は
光
緒
一
六
年
に
病
没
し
た
も
の
で
、
李
雙
春
の
契
約
書
は
光
緒
二
〇
年
に
心
恆
か
ら
親
筆
で
契

約
書
を
書
い
て
売
却
さ
れ
た
も
の
と
す
る
が
、
人
が
死
ん
で
か
ら
ま
た
不
動
産
を
売
り
に
出
せ
る
な
ど
と
い
う
道
理
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
考
え
て
み
る
に
、
心
恒
が
光
緒
一
六
年
に
病
没
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
施
蘭
舫
が
法
廷
に
出
頭
し
て
証
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。
李

栄
氏
は
施
蘭
舫
の
証
言
に
対
し
て
全
く
攻
撃
の
方
法
が
な
い
。
か
つ
李
雙
春
は
崇
興
寺
で
傭
工
た
る
こ
と
数
十
年
、
心
恒
が
字
を
書
け
る

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
字
が
全
く
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
李
栄
氏
も
ま
た
心
恒
が
常
日
頃
書
い
て
い

た
字
を
提
出
し
、
不
動
産
契
約
書
が
確
か
に
心
恆
の
親
筆
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
月
林
が
主
張
す
る
と
こ
ろ

の
、
心
恆
は
光
緒
一
六
年
に
病
没
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
法
廷
で
供
述
し
た
心
恒
は
字
が
書
け
な
い
と
い
う
一
点
に
つ
い
て
は
、
全
く

疑
義
は
な
い
。

　

月
林
が
主
張
す
る
第
三
点
は
、
当
該
不
動
産
が
も
し
李
雙
春
に
売
却
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
寺
院
に
あ
る
老
契
に
そ
の
旨
記
載
さ

れ
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
り
、
李
雙
春
が
勝
手
に
納
税
し
た
紅
契
で
あ
る
と
い
う
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
自
明
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
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考
え
て
み
る
に
、
不
動
産
売
買
の
習
慣
で
は
、
お
よ
そ
家
屋
を
売
ろ
う
と
す
る
者
は
、
必
ず
従
来
の
全
て
の
契
約
書
を
相
手
に
渡
さ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
家
屋
の
一
部
分
を
分
割
し
て
売
ろ
う
と
す
る
者
は
、
必
ず
従
来
の
契
約
書
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
を
売
却
し
た
か
を
明
記
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
を
経
る
の
で
な
け
れ
ば
、
買
主
は
き
っ
と
買
い
受
け
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
月
林
に
よ

れ
ば
、
崇
興
寺
の
従
来
の
契
約
書
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
か
つ
て
誰
そ
れ
へ
分
割
し
て
売
却
し
た
と
明
記
す
る
も
の
は
全
く
な
か
っ
た
。

よ
っ
て
月
林
が
老
契
を
保
持
し
、
崇
興
寺
の
廟
産
は
完
全
な
所
有
の
も
と
に
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
、
実
に
正
当
な
主
張
で
あ
る
。
李
雙

春
が
光
緒
二
〇
年
に
右
翼
に
て
納
税
し
た
と
す
る
納
税
証
明
付
き
契
約
書
に
つ
い
て
は
、
官
庁
で
の
契
約
税
の
納
税
手
続
き
を
考
え
て
み

る
と
、
以
前
か
ら
契
約
書
を
持
っ
て
納
税
を
申
告
す
る
人
に
対
し
て
許
可
す
る
も
の
で
、
税
額
を
満
額
支
払
い
さ
え
す
れ
ば
証
明
書
を
発

行
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
不
動
産
を
他
人
に
勝
手
に
典
に
出
さ
れ
た
り
売
却
さ
れ
た
り
と
い
う
状
況
に
な
る
こ
と
は
、
毎
度
よ
く

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
案
件
で
は
月
林
は
清
朝
時
期
の
光
緒
三
三
年
、
内
城
巡
警
右
分
庁
で
訴
え
を
起
こ
し
た
際
、
寺
院
の
不
動
産
を

勝
手
に
典
に
出
さ
れ
た
こ
と
を
原
因
と
し
た
が
、
右
分
庁
の
原
判
決
に
は
李
雙
春
が
年
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
し
ば
し
ば
取
調
べ
を

免
じ
て
い
る
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
寺
院
の
不
動
産
は
勝
手
に
典
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
納
税
証
明
付
き
契
約
書
は
勝
手
に
納
税

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
李
栄
氏
は
勝
手
に
納
税
し
た
納
税
証
明
付
き
契
約
書
で
も
っ
て
重
ね
て
主
張
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

李
王
氏
が
典
に
よ
っ
て
得
た
崇
興
寺
の
西
院
房
一
〇
間
に
つ
い
て
は
、
一
つ
に
は
李
雙
春
が
寺
の
内
に
あ
っ
て
家
屋
賃
貸
料
を
管
理
し

て
い
た
こ
と
に
見
ら
れ
、
ま
た
二
つ
に
は
李
雙
春
が
右
翼
で
納
税
し
た
と
こ
ろ
の
納
税
証
明
付
き
契
約
書
を
実
際
に
持
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
も
、
李
雙
春
が
契
約
書
に
基
づ
き
勝
手
に
納
税
し
た
こ
と
に
つ
い
て
李
王
氏
が
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
た
事
実
な
の
で

あ
ろ
う
。
李
王
氏
が
寺
院
の
部
屋
を
典
し
て
い
た
の
は
善
意
の
〔
事
情
を
知
ら
な
い
で
や
っ
て
い
た
〕
も
の
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

全
て
の
典
価
銀
一
一
〇
両
、
ま
た
修
理
銀
一
〇
両
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
損
失
と
さ
せ
る
の
は
不
都
合
で
あ
る
。
月
林
も
し
ば
し
ば
典
価

を
用
意
し
て
回
贖
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
現
在
典
の
年
限
も
満
期
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
月
林
に
対
し
、
原
典
価
銀
を
用
意
し
て

何
時
で
も
直
ち
に
李
王
氏
に
対
し
回
贖
す
る
こ
と
を
許
す
べ
き
で
あ
る
。
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月
林
が
主
張
す
る
第
四
点
は
、
李
栄
氏
は
旗
人
で
あ
り
、
李
雙
春
は
宛
平
県
民
で
あ
っ
て
、
李
栄
氏
が
一
体
ど
う
し
て
李
雙
春
の
嫂
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
月
林
が
法
廷
に
出
頭
し
て
か
ら
追
加
し
た
点
は
、
本
件
は
李
王
氏
と
の
訴

訟
な
の
で
あ
っ
て
、
李
栄
氏
を
訴
訟
当
事
者
と
は
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
案
件
の
判
断
の
結
果
は
、
月
林
は
直
ち

に
李
王
氏
に
対
し
不
動
産
の
回
贖
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
李
栄
氏
が
当
事
者
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
月
林
に
と
っ
て

全
く
利
害
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
こ
の
案
件
が
京
師
地
方
及
び
高
等
審
判
庁
、
大
理
院
を
経
る
に
あ
た
っ
て
皆
李
栄
氏
を
当
事

者
と
し
て
お
り
、
今
に
な
っ
て
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

以
上
の
理
由
に
基
づ
い
て
右
の
よ
う
に
判
決
す
る
。

　
　
（
日
付
、
裁
判
官
名
等
省
略
）

【
解
説
】

　

判
決
文
自
体
の
書
き
方
は
大
理
院
判
決
例
の
書
式
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
本
件
は
事
実
関
係
が
複
雑
だ
っ
た
た
め
か
、「
事
実
」

と
い
う
欄
が
設
け
ら
れ
、
法
院
が
認
定
し
た
事
実
関
係
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

【
書
式
】

　

大
理
院
判
決
例
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

渡
辺
修
「
清
代
の
歩
軍
統
領
衙
門
に
つ
い
て
」（『
史
苑
』
四
一
巻
一
号
、
一
九
八
一
年
）
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五
　
民

事

弁

訴

状

及

び

批
（
案
）

【
史
料
V
】

① 

原 
文
（
出
典
：
中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
編
『
北
洋
政
府
檔
案
』
〇
三
四
巻
（
北
京
、
中
国
檔
案
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
一
七
～
一
一
八
、
一
二

一
頁
）

爲
復
吿
李
王
氏
因
訛
爭
房
產
判
歸
住
持
月
林
管
業
判
決
一
案
被
控
辯
訴
事

竊
僧
人
月
林
、
原
因
李
王
氏
訛
詐
房
產
、
嗣
經
控
吿
、
當
蒙
貴
廳
判
決
、
此
案
係
爭
房
產
、
歸
崇
興
寺
住
持
月
林
管
業
、
竝
准
月
林
出
原

典
價
銀
、
向
李
王
氏
隨
時
取
贖
。
僧
人
于
陰
曆
十
月
二
十
四
日
、
赴
廳
領
取
判
詞
。
今
僧
人
已
備
價
托
中
人
、
找
向
李
王
氏
取
贖
、
不
料

李
王
氏
未
允
、
仍
不
認
可
、
係
屬
不
服
遵
判
、
實
在
無
法
。
僧
人
只
有
再
具
狀
、
仍
叩
求
貴
廳
憲
大
老
先
生
、
格
外
施
恩
作
主
、
仍
請
求

再
爲
費
神
、
將
李
王
氏
飭
傳
到
案
、
令
其
遵
照
判
詞
、
將
房
產
退
歸
僧
人
、
以
便
當
堂
備
價
具
領
、
由
此
立
案
、
以
免
再
生
糾
葛
、
而
省

拖
累
、
僧
人
則
感
大
德
矣
、
爲
此
上
呈
。

批
月
林
呈
訴
李
王
氏
贖
房
不
允
一
案

狀
悉
。
此
案
經
本
廳
判
決
後
、
李
王
氏
等
是
否
提
起
上
吿
、
本
廳
無
憑
。
查
□
□
卽
赴
大
理
院
請
求
證
明
于
法
定
期
閒
內
李
王
氏
等
竝
未

提
起
上
吿
後
、
再
行
赴
第
一
審
衙
門
呈
請
執
行
可
也
。

② 

訓 

読

復
た
李
王
氏
を
吿
し
、
房
產
を
訛
爭
せ
る
に
因
り
判
し
て
住
持
月
林
の
管
業
に
歸
す
と
の
判
決
の
一
案
控
せ
ら
れ
辯
訴
す
る
爲
の
事
。

　

竊
ひ
そ
か
に
お
も

　

ふ
に
僧
人
月
林
、
原も

と
李
王
氏
房
產
を
訛
詐
せ
る
に
因
り
、
嗣つ
ぎ

て
控
吿
を
經
て
、
當
に
貴
廳
の
判
決
を
蒙
り
、
此
案
に
て
係
爭
の

房
產
は
、
崇
興
寺
住
持
月
林
の
管
業
に
歸
し
、
竝
に
月
林
に
原
典
價
銀
を
出
し
、
李
王
氏
に
向た

い

し
て
隨
時
取
贖
す
る
を
准
す
と
。
僧
人
は
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陰
曆
十
月
二
十
四
日
、
廳
に
赴
き
判
詞
を
領
取
せ
り
。

今
僧
人
已
に
價
を
備
へ
て
中
人
に
托
し
、
找そ

う

し
て
李
王
氏
に
向た
い

し
て
取
贖
す
れ
ど
も
、
料は
か

ら
ず
も
李
王
氏
未
だ
允ゆ
る

さ
ず
、
仍な

ほ
認
可
せ
ざ

る
は
、
判
に
服し

た
が遵
は
ざ
る
に
屬
す
に
係
り
、
實
に
無
法
に
在
り
。
僧
人
只
だ
再
び
狀
を
具そ
な

ふ
る
有
る
の
み
、
仍
ほ
貴
廳
憲
大
老
先
生
、
格

外
に
恩
を
施
し
て
主
と
作な

る
を
叩
求
し
、
仍
ほ
再
び
費
神
を
爲
し
、
李
王
氏
を
ば
飭
し
傳
し
て
案
に
到
ら
し
め
、
其
れ
を
し
て
判
詞
に
遵

照
せ
し
め
、
房
產
も
て
僧
人
に
退
歸
せ
し
め
、
以
て
堂
に
當
た
り
價
を
備
へ
て
具
領
す
る
に
便
な
ら
し
む
る
を
請
求
す
。
此
れ
に
由
り
て

立
案
し
、
以
て
再
び
糾
葛
を
生
ず
る
を
免
れ
、
而
し
て
累
を
拖ひ

く
を
省は
ぶ

か
ば
、
僧
人
則
ち
大
德
を
感
ぜ
ん
か
。
此
れ
が
爲
に
上
呈
す
。

月
林
の
呈
訴
せ
る
李
王
氏
贖
房
を
允
さ
ざ
る
の
一
案
を
批
す
。

狀
悉
し
た
り
。
此
案
は
本
廳
の
判
決
を
經
る
後
、
李
王
氏
等
復
た
上
吿
を
提
起
せ
し
や
是い

否な

や
、
本
廳
は
查
す
る
に
憑
無
き
な
り
。
查
す

る
に
□
□
卽
ち
大
理
院
に
赴
き
て
法
定
期
閒
內
に
李
王
氏
等
未
だ
上
吿
を
提
起
せ
ざ
る
こ
と
の
證
明
を
請
求
し
た
る
後
、
再
び
第
一
審
衙

門
に
赴
き
て
呈
し
て
執
行
を
請
ふ
を
行
は
ば
可
な
ら
ん
。

③ 

語 

釈

〈
僧
人
〉
や
や
古
い
口
語
で
僧
侶
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
「
尼
僧
の
私
め
は
」
と
い
う
形
で
一
人
称
の
主
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。　
〈
憲

大
老
先
生
〉
憲
は
上
役
・
上
官
の
意
味
、
老
先
生
は
位
が
高
く
年
齢
も
上
の
有
徳
の
人
に
対
す
る
尊
称
。
こ
れ
に
さ
ら
に
大
を
つ
け
て
敬

意
を
表
し
て
い
る
。
併
せ
て
「
偉
大
な
る
裁
判
官
先
生
様
」
ぐ
ら
い
の
意
味
。　
〈
費
神
〉
心
配
を
か
け
る
こ
と
、
面
倒
を
か
け
る
こ
と
、
煩

わ
す
こ
と
。

④ 

和 

訳

　

再
び
李
王
氏
を
訴
え
、
不
動
産
を
詐
取
し
た
件
で
の
紛
争
に
よ
り
住
職
月
林
の
保
有
に
帰
す
る
と
し
た
判
決
が
下
さ
れ
た
案
件
に
対
す

る
控
訴
に
つ
い
て
弁
論
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
。
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思
い
ま
す
に
私
月
林
は
李
王
氏
が
家
屋
を
だ
ま
し
取
っ
た
こ
と
に
よ
り
控
訴
を
経
て
貴
庁
よ
り
判
決
を
頂
き
、
こ
の
案
件
の
係
争
物
で

あ
る
家
屋
に
つ
き
、
崇
興
寺
住
職
月
林
の
保
有
に
帰
す
も
の
と
し
、
月
林
が
も
と
の
典
価
に
あ
た
る
銀
を
支
出
し
て
王
氏
に
対
し
い
つ
で

も
回
贖
し
て
よ
い
と
判
示
し
て
頂
き
ま
し
た
。
私
は
旧
暦
の
一
〇
月
二
四
日
、
審
判
庁
に
行
っ
て
判
決
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

　

現
在
私
は
お
金
を
用
意
し
て
仲
介
人
に
託
し
、
李
王
氏
に
対
し
て
回
贖
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
に
李
王
氏
は
こ

れ
を
許
さ
ず
、
な
お
認
め
て
お
ら
ず
、
判
決
を
遵
守
す
る
の
に
不
服
な
よ
う
で
、
全
く
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
の
で
す
。
私
は
た
だ
再
び

訴
状
を
差
し
出
す
よ
り
ほ
か
な
く
、
貴
審
判
庁
の
偉
大
な
る
裁
判
官
先
生
様
に
対
し
て
格
外
の
御
恩
を
施
さ
れ
て
自
ら
主
と
な
っ
て
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
し
、
ま
た
再
度
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
、
李
王
氏
を
裁
判
の
場
に
召
喚
し
、
判
決
を
遵
守
す
る
よ
う
に
さ
せ
、
家
屋
を

私
に
帰
す
も
の
と
し
、
法
廷
で
金
銭
を
用
意
し
て
受
領
で
き
る
よ
う
に
し
て
頂
け
ま
す
よ
う
請
求
し
ま
す
。

　

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
立
件
し
て
い
た
だ
き
、
再
度
紛
争
が
起
こ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
面
倒
事
を
引
き
延
ば
さ
な
い
よ
う
に
し
て
頂
け
れ

ば
、
私
は
裁
判
官
先
生
様
の
大
い
な
る
徳
を
感
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
に
上
呈
い
た
し
ま
す
。

　

月
林
の
訴
え
出
た
、
李
王
氏
が
不
動
産
の
回
贖
を
許
さ
な
い
と
い
う
縣
に
つ
い
て
の
批
（
案
）。

　

訴
状
を
受
領
し
た
。
こ
の
案
件
は
、
本
庁
の
判
決
を
経
た
後
李
王
氏
ら
が
上
告
を
行
っ
た
か
ど
う
か
本
庁
に
は
確
認
で
き
る
証
拠
が
な

い
。
よ
っ
て
大
理
院
に
行
き
法
定
期
間
内
に
李
王
氏
ら
が
上
告
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
を
請
求
し
た
後
、
第
一
審
機
関
に
赴
い
て

執
行
を
請
求
す
れ
ば
よ
い
。

【
解
説
】

　

本
件
は
大
理
院
で
の
破
棄
差
し
戻
し
を
受
け
て
改
め
て
京
師
高
等
審
判
庁
で
審
理
・
判
決
が
行
わ
れ
る
と
い
う
経
過
を
辿
っ
た
が
、
ど

う
も
そ
れ
で
決
着
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
再
び
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
原
史
料
で
は
「
貴
」
で
擡
頭
し
ま
た
裁
判
官
を
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「
憲
大
老
先
生
」
と
呼
ん
で
そ
の
恩
情
を
請
う
な
ど
清
代
の
訴
状
を
髣
髴
と
さ
せ
る
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
高
等
審
判

庁
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
と
お
り
北
洋
政
府
初
期
か
ら
県
知
事
が
審
判
を
行
う
と
い
う
一
種

清
代
か
ら
の
慣
行
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
か
の
よ
う
な
制
度
が
取
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
県
知
事
が
「
批
」
を
用
い
て
審
理
を
開
始
す
る

か
否
か
、
ま
た
審
理
自
体
の
結
果
に
つ
い
て
意
思
表
示
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
近
年
の
研
究
、
た
と
え
ば
［
劉
二
〇
〇
九
］、［
劉
二
〇
一

一
］
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
清
代
の
訴
訟
関
連
の
文
書
に
つ
い
て
は
［
滋
賀
一
九
八
七
」
が
必
読
文
献
と
な
る
。

【
書
式
】

　

民
事
弁
訴
状
自
体
は
印
刷
さ
れ
た
用
紙
が
販
売
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
購
入
し
て
記
入
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

劉
昕
傑
「
政
治
選
択
与
実
践
回
応
」（『
西
南
民
族
大
学
学
報
』〔
人
文
社
科
版
〕
総
二
一
二
期
、
二
〇
〇
九
年
）

劉
昕
傑
「
近
代
中
国
基
層
司
法
中
的
批
詞
研
究
」（『
政
法
論
叢
』
二
号
、
二
〇
一
一
年
）

滋
賀
秀
三
「
淡
新
檔
案
の
初
歩
的
知
識
」（
島
田
正
郎
博
士
頌
寿
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
東
洋
法
史
の
探
究　

島
田
正
郎
博
士
頌
寿
記
念
論
集
』

（
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
）
所
収
、
後
に
滋
賀
秀
三
『
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）
に
収
録
）
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